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大
学
生
の
大
学
内
、
外
に
お
け
る
政
治
活
動
に
対
す
る
補
導
は
如
何
に
す
べ
き
か

に
つ
い
て
、
種
盈
の
意
見
開
陳
が
行
わ
れ
た
が
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
近
い
内
に
、

法
律
的
根
拠
に
関
し
て
、
専
門
の
教
授
に
究
明
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
稲
学
生
の

政
治
活
動
に
対
す
る
補
導
基
準
に
資
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
午
後
五
時
散
会

（
元
第
二
常
置
委
員
会
専
門
委
員
も
出
席
）

卜
白
時
昭
和
二
十
七
年
九
月
五
日
午
前
十
時

場
所
・
東
京
大
学
、
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
副
会
長
、
鈴
木
委
員
長
、
戸
田
委
員
長
、
各
委
員

鈴
木
委
員
長
よ
り
、
第
五
回
総
会
に
お
い
て
決
定
し
た
第
三
、
第
四
常
置
委
員
会

各
委
員
ロ
初
顔
合
せ
の
意
味
で
本
日
そ
の
合
同
会
議
を
開
催
し
た
旨
の
挨
拶
の
後
、

元
第
二
常
置
委
員
会
専
門
委
員
も
本
日
の
会
議
に
出
席
し
て
い
る
が
、
近
い
内
に

改
め
て
、
第
三
、
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員
を
委
嘱
す
こ
と
■
な
っ
た
。

（
註
）
昭
和
一
一
十
八
年
十
月
十
日
附
丘
も
っ
て
、
十
五
人
の
専
門
委
員
を
委
嘱
し

た
。

ｊ
日
時
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
六
日
午
前
十
時

場
所
東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
委
員
長
、
各
委
員

沢
田
委
員
長
よ
り
、
国
立
大
学
の
財
政
に
関
し
、
現
在
の
文
教
予
算
額
を
も
っ
て

し
て
は
、
到
底
、
大
学
施
設
の
完
備
は
期
し
得
ら
れ
蔵
い
。
例
え
ば
大
学
施
設
刀
復
興

２
，

１
、
第
三
、
第
四
常
置
委
員
會
合
同
會
議

一℃

第
六
常
置
委
員
會

彙
報 職

蕊

手
業
罫
叫
皇

各
役
員
、
各
委
員
の
部
を
参
照
。

鏑
‐
．
心
懲
．
（
驫
蝋

日
時
昭
和
二
十
七
年
九
月
六
日
午
後
二
時

場
所
東
大
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
矢
内
原
会
長
、
各
役
員
（
欠
席
富
山
理
事
）

文
部
省
，
稲
田
局
長
、
春
山
課
長

矢
内
原
会
長
よ
り

１
、
横
浜
国
立
大
学
長
富
山
理
事
が
今
回
辞
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ

の
後
任
理
事
と
し
て
は
、
同
大
学
長
事
務
取
扱
が
襲
任
さ
れ
る
。

２
、
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
は
富
山
理
事
が
兼
任
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
方
は

同
委
員
会
で
新
委
員
長
を
互
選
す
る
こ
と
に
す
る
。

ｓ
、
大
学
管
理
法
案
に
つ
い
て
稲
田
局
長
か
ら
協
会
と
し
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ

て
い
る
。

４
、
九
月
一
一
「
四
、
五
、
六
日
の
四
日
に
一
旦
り
、
本
省
主
催
で
γ
お
茶
の
水
女
子

大
学
に
お
い
て
、
厚
生
補
導
部
長
会
議
が
開
催
さ
れ
た
が
、
都
学
連
な
ど
の
側

面
妨
害
運
動
が
あ
り
、
新
聞
報
道
の
通
り
で
、
不
手
際
で
あ
り
、
遺
憾
で
あ
っ

た
。

５
画
大
学
長
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
第
一
常
置
委
員
会
に
お
い
て
更
に
研
究
す
る

旨
の
話
が
あ
り
、

稲
田
局
長
よ
り

》
大
学
管
理
法
案
は
、
不
成
立
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ｊ
教
育
公
務
員

特
例
法
に
よ
っ
て
運
営
中
で
あ
り
、
各
方
面
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
修
正
中
で
あ

予
算
と
し
て
五
百
八
十
億
円
を
必
要
と
し
て
い
る
の
に
ｐ
十
三
億
円
程
度
で
運
営
し

て
行
く
と
す
る
と
，
全
く
牛
歩
的
遅
滞
を
示
し
て
い
る
の
で
何
と
か
工
夫
筋
善
処

し
た
い
。
公
債
発
行
も
そ
の
一
方
法
と
考
察
し
て
み
た
。
各
委
員
の
腹
臓
な
き
意
見

を
承
は
り
た
い
旨
を
述
べ
ら
れ
た
。

３
、
役
員
會

学
の
実
際
的
諸
費
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
細
に
豆
っ
て
意
見
の
開
陳
が
あ
っ
た
が
、
別

に
決
論
に
達
せ
ず
、
筒
一
層
調
査
研
究
し
、
所
謂
目
的
．
実
現
に
努
力
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
午
後
一
時
半
散
会

各
委
員
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部
省
、
大
蔵
省
、
国
会
方
面
に
お
け
る
空
気
や
、
大

蕊
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ろ
が
、
そ
の
主
な
二
点
宗
は
、

１
万
国
並
大
学
審
議
会
を
除
く
。
Ｉ

２
、
商
議
会
（
参
議
会
）
は
任
意
設
置
と
す
る
。

３
、
学
長
、
学
部
長
、
評
議
会
洞
教
授
会
は
従
前
通
り
存
続
す
る
。

４
℃
文
部
大
臣
と
大
学
長
と
の
関
係
は
ｐ
な
お
研
究
中
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
教
育

〆
公
務
員
特
例
法
第
五
条
項
第
六
条
と
関
連
す
る
。

ト
５
、
単
科
大
学
に
お
け
る
、
評
議
会
、
教
授
会
（
部
会
）
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て

い
る
。

６
１
文
部
大
臣
が
大
学
長
・
を
監
督
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
か
に
あ
っ
て
ほ
し
い

｝
と
考
え
る
。
等

詳
細
に
説
明
さ
れ
、
出
来
る
だ
け
早
期
に
本
法
の
実
施
を
図
り
た
い
旨
の
意
見
を
述

べ
ら
れ
た
。

そ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
、

１
、
大
学
管
理
法
に
お
い
て
文
部
大
臣
の
権
限
強
化
と
見
ら
れ
る
点
が
な
い
か

ど
う
か
。

２
、
一
般
教
養
部
の
教
授
も
学
部
教
授
と
同
様
な
待
遇
を
与
え
る
と
よ
い
。

３
つ
分
校
の
教
授
会
の
員
数
を
い
か
に
す
る
か
。

４
筋
分
校
の
教
授
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

５
、
商
議
会
（
参
議
会
）
は
地
方
の
大
学
に
は
設
置
し
た
方
が
よ
い
。
大
体
無
く

己
て
も
よ
い
。

６
、
教
授
の
任
免
は
、
評
議
会
に
任
せ
る
こ
と
。
等

の
意
見
が
開
陳
さ
れ
、
学
生
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
も
洞
そ
の
組
織
、
学
内
及
び
学

外
活
動
、
運
営
覇
限
界
、
処
罰
、
治
安
当
局
と
の
折
衝
等
各
般
に
亘
っ
て
検
討
さ
れ

た
。第
六
回
総
会
は
、
十
一
月
二
十
一
日
、
一
一
十
一
一
日
の
一
一
日
間
、
開
催
さ
れ
る
こ
と

に
内
定
し
た
。
午
後
六
時
散
会

４
へ
第
三
、
第
四
常
置
委
員
會
（
合
同
）

日
時
昭
和
廿
七
年
九
月
廿
七
日
（
土
）
午
前
十
時
１
午
後
三
時
半

輝
－．

‘

。
△
“
室
一
些
駆
》

場
所
東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室
！
．

Ｊ
出
席
者
森
戸
副
会
長
、
鈴
木
委
員
一
長
及
各
委
員
画
代
理
（
大
阪
大
、

九
州
大
）
東
大
効
杉
村
教
授
一
橋
大
、
田
上
教
授

欠
席
者
戸
田
委
員
薑
長
、
北
海
道
大
、
東
京
水
産
大
、
宮
崎
大

鈴
木
委
員
長
司
会
の
下
に
開
会

本
日
は
、
大
学
生
の
政
治
的
活
動
の
補
導
に
つ
い
て
、
法
律
的
根
拠
を
究
明
す
る

た
め
、
東
大
の
杉
村
教
授
と
一
橋
大
の
田
上
教
授
の
出
席
を
需
め
、
両
教
授
の
説

明
を
鑑
い
た
後
、
質
問
討
議
を
行
い
た
い
旨
の
挨
拶
が
あ
っ
て
議
事
進
行
に
移

「
つ
た
。

先
ず
、
・

杉
村
敦
壜
授

学
生
の
政
治
活
動
取
締
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
主
命
実
定
法
の
規
定
と
し
て
教

育
基
本
法
第
八
条
第
二
項
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
。
｝
」
の
規
定
に
よ
れ
ば
「
法
律
の
定

め
る
学
校
は
特
定
の
政
党
を
支
持
し
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の
政
治
教
育
そ
の

他
政
治
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
教
育
基
本
法

の
建
前
か
ら
い
っ
て
も
教
育
者
の
立
場
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
て
直
接
、
被
教
育

者
即
ち
学
生
の
政
治
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
第
九
条
二
項
を
対
照
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
実
体
論
か
ら
い
う
と
教
育
は
教
員
と
学
生
の
行
動
と
が
一
体
と
な
っ
て
始

め
て
そ
の
成
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
教
員
の
行
動
に
つ
い
て
一
党
一
派
に
偏
し
な
い

政
治
的
中
立
な
立
場
が
確
保
せ
ら
れ
て
も
学
生
の
現
実
の
行
動
が
完
全
に
こ
れ
に
背

馳
し
て
い
る
場
合
に
は
学
校
白
身
そ
の
政
治
的
中
立
を
保
持
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
と
の
見
地
か
ら
見
て
学
校
当
局
者
は
学
生
個
人
の
政
治
的
活
動
の
自
由
を
認
め

な
が
ら
も
学
校
の
政
治
的
中
立
性
を
保
持
す
る
た
め
最
少
限
度
必
要
な
範
囲
に
お
い

て
学
生
の
行
動
に
つ
ぎ
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
学

生
が
学
内
に
お
い
て
特
定
政
党
の
支
部
を
つ
く
り
こ
れ
を
根
城
と
し
て
外
部
と
連
絡

し
て
活
溌
な
政
治
活
動
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
（
た
と
え
そ
れ
に
は
教
員
が
加
わ
ら

な
い
場
合
で
も
）
学
校
全
体
を
政
党
化
す
る
端
緒
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
学
校
と

し
て
は
こ
れ
に
規
制
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
基
本
法
の
立
法
」
者
の

意
図
が
こ
の
規
定
を
以
て
当
然
学
生
の
政
治
的
活
動
を
も
禁
訶
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

と
い
わ
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
実
体
論
を
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

、
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だ
か
ら
結
論
と
し
て
は
教
育
基
本
法
第
八
条
２
項
は
直
接
に
は
学
生
の
政
治
的
活

動
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
学
校
は
と
の
法
律
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た

政
治
的
中
立
性
を
確
保
す
る
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
学
生
の
政
治
的
活
動
を
規
制

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
教
育
基
本
法
の
規
定
を
離
れ
、
学
校
と
学
生
と
の
関
係
の
本
質
論
か
ら
学
生

の
政
治
運
動
に
対
す
る
規
制
を
問
題
と
し
よ
う
。
学
校
（
特
に
官
公
立
学
校
）
と
学
生

と
の
関
係
は
営
造
物
の
利
用
に
基
く
公
法
上
の
特
別
権
力
関
係
と
い
わ
れ
る
。
即
ち

こ
の
関
係
に
お
い
て
は
営
造
物
利
用
者
た
る
学
生
は
一
般
国
民
よ
り
以
上
に
国
家
の

権
力
（
学
校
管
理
権
）
に
服
従
す
る
こ
と
を
要
し
そ
の
憲
法
上
の
基
本
権
も
或
程
度

制
限
せ
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
問
題
は
学
校
管
理
権
の
限
界
如
何
に
存
す
る
。

極
端
な
形
式
論
か
ら
い
え
ば
学
生
と
学
校
と
の
関
係
は
前
者
の
承
諾
に
よ
っ
て
生

じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
学
校
当
局
者
は
学
則
に
定
め
る
以
上
政
治
運
動
そ
の
他
学
生

の
自
由
を
広
汎
に
制
限
し
得
る
と
い
う
理
も
で
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
基
本
的

人
権
の
尊
重
を
重
要
原
則
と
す
る
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
と
の
形
式
論
の
不
当
な
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
，
学
校
管
理
権
に
も
自
ら
限
界
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
。
こ
の
限
界
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
学
生
の
政
治
的
活
動
に
つ
い

て
い
え
ば
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
が
研
究
、
討
論
の
範
囲
を
逸
脱
し
学
内
秩
序
を
乱
す

か
ど
う
か
に
求
め
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
即
ち
政
治
的
問
題
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
が
研

究
や
討
論
の
た
め
の
多
数
学
生
の
集
会
は
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
政
治
の
実
践
的

活
動
と
な
る
と
学
内
秩
序
左
乱
す
お
そ
れ
が
あ
り
禁
止
、
取
締
の
必
要
を
生
ず
ろ

（
取
締
り
対
象
と
な
る
政
治
的
行
動
の
例
と
し
て
は
国
家
公
務
員
法
に
基
く
人
事
院

規
則
一
四
１
七
。
参
照
。
但
し
こ
の
規
則
に
お
け
る
政
治
的
行
為
の
範
囲
は
国
家
公

務
員
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
学
生
の
行
為
に
対
す
る
取
締
の
規
準
と
し
て
は

広
き
に
失
す
る
）

田
上
教
授

伝
え
ら
れ
て
い
る
次
官
通
達
が
，
警
官
の
学
内
立
入
左
禁
止
し
た
も
の
と
早
合
点

す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
次
官
通
達
は
謂
は
ば
参
考
意
見
で
あ
る
。
公
安
条
例
が
あ

く
ま
で
基
本
で
あ
る
。

大
学
構
内
に
外
部
の
者
を
入
れ
な
い
と
い
う
が
、
大
学
で
十
分
取
締
り
が
出
来
れ

ば
よ
い
が
可
然
ら
ざ
る
と
ぎ
は
駄
目
で
あ
る
。
学
内
で
学
生
が
犯
罪
遂
犯
し
た
場
合
、

警
官
の
学
内
立
入
は
か
ま
わ
な
い
。

鐘
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法
律
論
と
し
て
は
ｂ
次
官
通
達
は
法
的
効
力
が
な
い
。

、
学
内
秩
序
維
持
は
可
第
一
次
的
に
は
大
学
が
之
に
当
っ
て
責
任
を
持
つ
。
そ
れ
は

恰
か
ら
一
家
内
に
生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
は
、
私
生
活
で
あ
っ
て
、
家
族
の
者
が
自
主
的

に
解
決
す
る
、
そ
れ
が
出
来
な
い
時
に
な
っ
て
初
め
て
他
人
に
解
決
し
て
貰
う
の
と

同
様
で
あ
る
。
会
社
、
工
場
な
ど
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
発
生
の
場
合
も
亦
同
様
で
あ

る
。東
大
の
如
く
外
部
の
人
々
が
自
由
に
出
入
が
出
来
る
と
こ
ろ
で
は
、
警
官
に
は
当

然
出
入
が
出
来
る
。

そ
れ
は
拾
か
ら
、
劇
場
な
ど
不
特
定
多
数
人
の
出
入
す
る
場
所
に
は
当
然
警
察
は

自
由
に
出
入
が
出
来
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
東
大
病
院
な
ど
も
亦
同
様
で
あ
る
。

然
し
、
破
防
法
反
対
、
戦
争
反
対
、
徴
兵
反
対
な
ど
に
つ
い
て
，
学
生
の
決
議
を

開
会
に
持
参
す
る
こ
と
は
、
デ
モ
の
よ
う
な
場
合
は
柊
別
そ
れ
自
体
は
悪
い
こ
と
で

は
な
く
、
出
来
る
だ
け
学
生
に
対
し
て
、
政
治
の
自
由
が
与
え
ら
れ
た
い
。

大
学
構
内
は
治
外
法
権
で
は
底
い
・
違
法
は
ど
こ
ま
で
も
違
法
で
あ
る
。

学
内
外
を
問
わ
ず
、
学
生
と
雌
も
、
法
に
従
う
必
要
が
あ
る
。
都
条
例
は
、
大
学

に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。

従
っ
て
デ
モ
は
、
学
内
に
お
い
て
も
、
予
め
許
可
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
警
官
は
デ
モ
を
取
締
り
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
こ
と
は
、
法
学
部
の
学
生
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
自
然
鐵
科
学
の
学
生

は
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
、
補
導
し
、
注
意
を
与
え
る
が
よ
い
。
法
律
的
に
限
界
の
あ

る
こ
と
を
よ
く
補
導
す
る
必
要
が
あ
る
。

全
学
連
な
ど
は
、
教
授
に
対
し
え
も
仇
い
て
い
る
。
国
立
大
学
の
教
授
会
と
し
て

は
、
特
に
人
事
院
規
則
一
四
の
七
と
関
連
し
て
問
題
と
な
る
。

こ
の
人
事
院
規
則
は
、
国
立
大
学
教
授
に
と
っ
て
厳
し
過
ぎ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
国
立
大
学
教
授
会
が
学
生
の
要
求
す
る
政
治
問
題
を
議
題
と
し
て
上
程
す
る
の

は
よ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
教
授
会
に
お
い
て
、
政
治
的
問
題
に
つ
い
て
決
議
す
る
の
は
、
教
育
基

本
法
第
八
条
に
反
式
る
こ
と
に
な
る
。

学
生
は
，
学
外
に
お
い
て
は
，
｜
市
民
と
し
て
、
個
人
と
し
て
の
自
由
な
政
治
的

活
動
は
一
応
認
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
学
生
が
集
会
な
ど
に
お
い
て
、
ｉ
「
大
学
直
総

意
」
で
あ
る
と
称
す
る
場
合
が
多
い
が
こ
れ
は
法
律
上
認
め
ら
れ
な
い
。
「
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学
生
大
会
で
は
、
何
か
政
治
的
決
議
を
行
う
と
き
に
も
、
法
律
的
に
は
財
そ
の
効

力
は
認
め
ら
れ
な
い
。

大
学
当
局
者
と
警
察
当
局
と
は
よ
く
話
し
合
う
こ
と
に
す
る
。

警
察
か
ら
学
生
自
治
会
の
名
簿
な
ど
提
出
を
求
め
て
来
た
時
は
一
応
拒
絶
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

警
察
は
，
必
要
以
上
に
大
学
に
介
入
す
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
大
学
と
し
て
は

自
主
性
を
主
張
す
る
と
よ
い
。

大
学
当
局
者
が
警
察
の
要
求
左
拒
む
の
は
よ
い
が
、
学
生
が
勝
手
に
拒
む
の
は
大

学
管
理
権
が
な
い
か
ら
法
律
上
許
さ
れ
な
い
。
学
生
は
大
学
に
連
絡
を
と
る
必
要
が

あ
る
。
大
学
の
責
任
者
は
学
長
で
あ
る
。

除
名
さ
れ
た
学
生
が
裁
判
に
訴
え
て
勝
っ
た
実
例
が
京
都
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
判

決
は
法
律
上
疑
問
が
あ
る
。
学
生
の
処
分
の
こ
と
は
、
す
べ
て
学
校
に
任
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
。

学
生
は
若
さ
の
故
か
警
察
を
敵
視
し
て
い
る
が
、
大
学
と
警
察
と
は
，
も
つ
と
円

滑
に
行
く
よ
う
希
望
す
る
。
。

次
い
で
、
各
委
員
の
質
問
に
対
し
、
両
教
授
か
ら
次
の
通
り
説
明
さ
れ
た
。

１
、
学
校
の
処
分
は
、
裁
判
の
判
決
よ
り
力
が
弱
い
。
大
学
と
し
て
は
司
法
権
に

・
従
わ
ざ
る
左
得
な
い
。

然
し
⑪
京
都
府
立
医
大
の
学
生
除
名
に
対
す
る
取
梢
の
判
決
は
、
司
法
権
の

行
き
過
ぎ
だ
と
考
え
ら
れ
遺
憾
で
あ
る
。

２
、
大
学
と
し
て
は
、
再
度
除
名
す
る
こ
と
も
出
来
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合

は
、
前
よ
り
も
重
い
事
犯
が
そ
の
理
由
と
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

３
筋
大
学
が
上
訴
し
た
場
合
．
そ
の
間
は
Ｔ
当
該
学
生
は
復
学
が
出
来
な
い
。

４
、
停
学
処
分
ま
で
は
、
大
学
で
自
由
に
出
来
る
が
、
除
名
、
放
学
と
な
る
と
、

む
づ
か
し
い
問
題
と
な
る
。
憲
法
第
一
一
十
六
条
に
よ
り
筋
学
生
は
耐
教
育
を
受

け
る
権
利
が
あ
り
、
除
名
、
放
学
は
，
そ
の
権
利
を
犯
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

裁
判
所
で
は
、
除
名
放
学
の
事
件
を
受
理
ず
る
こ
と
が
出
来
る
と
解
釈
し
て

い
る
。
、

５
，
．
教
授
の
免
職
も
こ
れ
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

６
、
教
育
基
本
法
第
八
条
第
一
一
項
は
主
と
し
て
教
員
を
対
照
と
す
る
が
教
員
も
学

徳

‘
｣
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生
も
等
し
く
協
同
体
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
間
接
に
は
学
生
に
も
適
用

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
立
法
趣
旨
は
輯
学
生
は
教
職
員
と
異
な
り
別
と
し
た
と
の
意
見
開
陳
が
あ
っ

た
）

７
、
学
生
の
方
は
学
内
に
お
け
る
政
治
的
活
動
は
学
問
教
育
の
場
と
し
て
研
究
範

囲
な
ら
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。

８
、
学
則
の
内
に
「
学
生
は
、
政
治
に
関
し
て
は
研
究
の
範
囲
内
に
止
め
⑰
実
践

的
政
治
活
動
を
禁
止
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
プ
リ
ン
シ
プ
ル
と
し
て
成
文
化
す

る
こ
と
は
、
い
け
な
い
。

９
，
学
生
は
，
個
人
と
し
て
・
は
学
外
に
お
け
る
政
治
的
活
動
は
自
由
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
集
会
と
な
る
と
公
安
条
例
の
適
用
が
あ
る
。
場
所
的
に
見
て
か
学
内
と

、
学
外
と
の
政
治
的
活
動
は
同
一
で
は
な
く
、
又
個
人
と
団
体
と
は
別
に
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

学
生
が
個
人
又
は
有
志
の
名
の
下
に
行
う
学
外
の
活
動
は
許
さ
れ
て
よ
い
。

学
生
の
学
外
政
治
活
動
は
原
則
と
し
て
大
学
の
監
督
に
よ
ら
余
筋
警
察
の
取

締
対
象
と
な
る
。

、
、
学
生
の
、
学
外
で
○
○
大
学
の
名
を
冠
す
る
資
格
に
よ
る
運
動
に
つ
き
許
可

を
要
す
る
と
す
る
の
は
行
過
ぎ
で
あ
る
。
も
つ
と
そ
の
内
容
を
は
っ
き
り
知
っ

た
上
で
補
導
す
る
の
が
よ
い
。

、
７
前
項
を
許
可
制
で
な
く
届
出
を
要
す
る
と
し
た
ら
と
の
こ
と
で
あ
る
が
こ
れ

も
一
考
を
要
す
る
。
内
容
左
知
っ
て
か
ら
に
す
る
と
よ
い
。

×
・

×
．
×

×
×
・

森
戸
副
会
長
か
ら
次
の
通
り
補
足
的
説
明
が
あ
っ
た
。

教
育
基
本
法
（
第
八
条
）
制
定
当
時
に
お
い
て
は
、
共
産
党
細
胞
は
耐
当
初
一
種

の
文
化
団
体
と
見
な
さ
れ
て
之
を
許
し
た
が
、
そ
の
後
そ
う
で
な
い
こ
と
が
判
明
す

る
に
及
ん
で
之
を
許
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

学
長
は
大
学
の
管
理
者
と
し
て
、
学
生
を
補
導
す
る
権
利
が
あ
る
。

国
立
大
学
協
会
と
し
て
、
学
生
の
補
導
左
ど
う
す
る
の
か
を
表
明
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
ろ
。
文
部
省
の
先
般
の
お
茶
の
水
女
子
大
学
に
お
け
る
会
議
開
催
の
趣
旨

は
了
承
し
た
が
，
本
協
会
と
し
て
は
何
と
か
意
志
表
示
の
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

駐
エ

噂
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各
大
学
個
友
に
補
導
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
か
ら
、
連
絡
を
つ
け
る
と
よ
い
。

×
×

×
×
．

×

学
生
の
実
践
的
政
治
活
動
の
本
拠
は
、
全
学
運
、
都
学
連
に
在
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
、
こ
の
本
拠
を
如
何
に
補
導
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
こ
れ
で
あ
る
。

本
日
の
議
題
の
裏
付
け
は
こ
こ
に
在
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

×
×

．
－
‐
×
」

×
．

．
×

鈴
木
委
員
長
か
ら

学
内
と
学
外
と
の
ニ
ッ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
が
、
本
日
は
、
学
内
の
補
導
に
つ

い
て
、
一
応
の
方
針
を
定
め
、
来
る
総
会
に
報
告
し
た
る
上
、
決
定
し
た
い
と
考
え
る
。

そ
し
て
結
局

「
大
学
は
学
問
の
教
育
の
場
で
あ
り
、
政
治
的
中
立
を
守
ら
烟
ぱ
な
ら
な
い
か
ら

学
内
に
お
け
る
実
践
的
政
治
活
動
は
許
さ
な
い
こ
と
に
す
る
」

と
の
案
文
を
全
委
員
一
致
承
諾
し
た
。
な
お
、
学
外
の
事
実
に
関
し
て
は
次
回
の
会

議
に
お
い
て
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
又
耐
と
の
案
文
の
含
み
と
し
て
各
大
学

は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
事
情
も
あ
る
の
で
各
学
長
の
立
場
、
現
状
薄
事
情
に
よ
っ
て

実
践
的
政
治
活
動
の
禁
止
事
項
が
異
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
従
っ
て
こ
の
禁
止
事

項
は
画
一
と
は
な
ら
な
い
・
こ
こ
で
は
、
適
当
の
解
釈
を
し
て
も
余
裕
を
残
し
、
禁

止
事
項
を
明
記
し
な
い
こ
と
に
し
た
。

｛
×

×
×

。
×

×

本
日
の
会
議
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
ば
、
学
生
補
導
の
法
的
根
拠
は

１
、
教
育
基
本
法
第
八
条
は
、
間
接
に
は
学
生
を
も
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

こ
と
。

２
、
学
長
は
莇
国
の
営
造
物
の
管
理
権
を
有
す
る
と
と
洞
で
あ
る
。

鈴
木
委
員
長
か
ら

な
お
刀
・
補
導
費
増
加
要
求
の
問
題
、
補
導
職
員
の
優
遇
、
身
分
向
上
等
の
諸
問
題

は
何
れ
専
門
委
員
会
を
開
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
す
る
こ
と
を
諮
り
一
同
と
れ
を

諾
。
午
後
一
一
一
時
半
散
会

備
考本
日
東
大
構
内
に
お
い
て
ｐ
再
軍
備
反
対
の
学
生
デ
モ
警
官
出
動
事
件
が
あ
つ

愈
一

、

塾
鐘

⑪ ５
、
役
員
会

日
時
昭
和
一
一
十
七
月
十
月
十
八
日
午
後
一
時

場
所
東
大
講
堂
南
側
会
議
室
、

出
席
者
会
長
、
副
会
長
爾
各
理
事
、
各
監
事

文
部
省
稲
田
局
長

矢
内
原
会
長
よ
り

案
内
状
に
本
日
の
議
題
を
わ
ざ
と
示
さ
な
か
っ
た
が
、
本
日
の
議
題
は
、
大
学
と

警
察
と
の
関
係
、
所
謂
次
官
通
達
を
め
ぐ
っ
て
、
何
か
新
し
い
協
定
を
作
り
、
謂
は

ぱ
第
一
ろ
次
官
通
達
を
出
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
筋
ご
協
議
を
願
う
旨

の
説
明
が
あ
り

九
月
十
六
日
附
及
び
十
月
一
一
一
日
附
の
警
視
庁
の
案
文
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
と

し
た
い
と
諮
り

稲
田
局
長
か
ら

学
生
の
集
会
、
政
治
活
動
を
律
す
る
に
は
従
来
の
所
謂
次
官
通
達
だ
け
で
は
不
足

で
あ
る
と
の
見
解
を
有
し
つ
つ
今
日
に
及
ん
で
来
た
ｐ
警
視
庁
か
ら
内
示
さ
れ
た
こ

の
協
定
案
は
法
律
を
犯
さ
ず
協
力
を
基
本
精
神
と
し
て
い
る
が
洞
文
部
省
と
し
て
は

未
だ
確
答
を
得
て
い
な
い
。

と
の
説
明
の
後
、
討
論
に
入
っ
た
が
、

結
局
、
新
た
に
次
官
通
達
を
発
す
る
必
要
は
な
い
と
の
こ
と
に
お
ち
つ
い
た
。

第
一
一
一
、
第
四
常
置
委
員
会
で
、
（
九
月
一
一
十
七
日
）
学
生
の
政
治
活
動
に
対
す
る

法
律
的
根
拠
に
つ
い
て
の
研
究
事
項
は
、
来
る
第
六
回
総
会
に
お
い
て
委
員
長
か
ら

報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
を
早
急
に
互
選
し
、
大
学
管
理
法
案
に
つ
い
て
全
面

的
に
調
査
す
る
こ
と
。

旧
制
学
部
の
教
官
が
新
制
学
部
に
移
る
と
き
審
査
が
必
要
な
の
か
。

大
学
設
置
審
議
会
の
審
査
を
行
う
こ
と
に
は
疑
義
が
あ
る
。

大
学
院
の
設
置
基
準
を
Ｐ
如
何
に
定
め
る
か
職
そ
の
入
学
試
験
方
法
を
如
何
に
す

る
か
。

た
｡
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〆

日
時
昭
和
一
一
十
七
年
十
一
月
十
一
日
午
前
十
時

場
、
所
東
大
北
側
会
議
室

出
席
者
会
長
、
副
会
長
、
各
委
員

欠
席
（
熊
本
犬
飼
鹿
児
島
大
）

矢
内
原
会
長
か
ら

富
山
委
員
長
が
今
回
退
職
さ
れ
た
の
で
、
後
任
委
員
長
を
誰
に
し
て
い
た
だ
く
か
、

先
ず
議
長
を
定
め
た
い
旨
を
諮
り
、
岡
出
委
員
か
ら
信
州
大
学
長
を
議
長
に
推
薦
し

た
が
⑰
結
局
出
席
委
員
八
名
の
互
選
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
「

信
州
大
学
長
七
票

三
重
大
学
長
一
票

に
て
新
委
員
長
が
決
定
し
た
。

直
ち
に
大
学
管
理
法
案
に
つ
い
て
、
矢
内
原
会
長
、
森
戸
副
会
長
冠
高
橋
委
員
長

及
び
各
委
員
に
よ
り
審
議
研
究
の
結
果
、
意
見
を
取
り
ま
と
め
て
来
る
第
六
回
総

会
に
報
告
す
る
原
案
を
ね
っ
た
。
（
案
は
総
会
記
事
参
照
）
午
後
一
時
散
会

７
，
第
二
常
置
委
員
会

日
時
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
一
日
午
後
一
時
半

場
所
東
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
会
長
Ｔ
小
池
委
員
長
筋
委
員
、
専
門
委
員
四
人

欠
席
委
員
（
静
岡
大
、
高
知
犬
）

小
池
委
長
か
ら
挨
拶
の
後
、
本
日
の
議
題
と
し
て
は
、
大
学
の
入
学
試
験
に
関
す

る
諸
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、

野
口
委
員
か
ら
、
次
の
通
り
経
過
報
告
が
あ
っ
た
。
則
ち
，

６
、
〆
第
一
常
置
委
員
会

進
適
と
そ
の
費
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
ｂ

ス
カ
ラ
ー
シ
ッ
プ
の
運
用
に
つ
い
て
、

旧
制
大
学
生
の
卒
業
に
つ
い
て
、
協
議
し
た
。
午
後
五
時
散
会

鐵
二

‘

一爾習
琶懲一一

大
学
の
入
学
試
験
に
つ
い
て
は
、
委
員
の
外
匡
本
日
出
席
し
て
い
る
専
門
委
員

に
も
委
嘱
し
て
小
委
員
会
で
討
議
し
て
い
』
や
。
高
等
学
校
側
に
対
す
る
履
修
科
目

に
つ
い
て
の
大
学
側
の
要
望
に
つ
い
て
は
、
昨
年
秋
以
来
、
本
委
員
会
と
し
て
研
ｊ

究
し
、
｜
応
そ
の
調
査
統
計
を
取
り
ま
と
め
得
た
の
で
文
部
省
と
協
議
し
て
、

既
に
各
国
立
大
学
宛
に
報
告
す
る
と
共
に
、
そ
の
資
料
を
送
付
済
で
あ
る
。

選
択
科
目
と
し
て
は
、
社
会
、
数
学
魁
理
科
で
あ
る
。
大
学
に
よ
っ
て
は
、
必
修

科
目
を
独
断
で
き
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
東
京
工
業
大
学
は
、
物
理
、
化
学
を
必

修
科
目
と
し
て
い
る
が
、
非
合
法
的
な
傾
向
は
よ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
◎

昨
年
秋
、
各
大
学
に
ア
ン
ケ
ー
ト
式
に
一
一
ケ
目
の
中
、
い
ず
れ
を
採
る
か
を
取

り
ま
と
め
て
見
た
が
、
問
題
は
理
科
系
に
多
い
。

要
望
度
は
工
学
部
に
多
い
が
、
予
想
し
て
い
た
程
強
力
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

東
京
工
業
大
学
と
同
じ
様
な
要
求
が
多
く
、
四
対
六
の
割
合
を
示
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

「
場
合
に
よ
っ
て
は
Ｔ
指
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
左
い
か
」
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

現
行
の
窓
の
を
合
法
化
す
る
と
よ
い
と
思
う
。

ｊ

然
し
友
が
ら
、
高
等
学
校
教
育
の
本
質
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
６

あ
ろ
う
。

く

な
お
次
の
如
き
意
見
が
開
陳
さ
れ
た
。

１
、
工
業
大
学
と
し
て
は
、
入
学
後
、
物
理
、
化
学
の
理
解
程
度
が
低
い
の
で

困
難
し
て
い
る
。
こ
れ
は
高
等
学
校
時
代
の
教
育
の
欠
陥
で
あ
る
か
ら
、
研

究
を
要
す
る
。

２
ヮ
高
校
時
代
の
履
修
科
目
選
択
に
つ
い
て
学
生
に
の
み
一
任
し
な
い
で
、

教
員
の
親
切
な
ガ
イ
グ
ン
ヱ
が
非
常
に
必
要
で
あ
る
。

３
，
第
一
一
外
国
語
の
履
習
（
フ
ラ
ン
ス
語
又
は
ド
イ
ツ
語
）
を
是
非
行
う
必
要

が
あ
る
。

４
、
新
制
大
学
と
し
て
の
入
学
試
験
は
、
昭
和
一
一
十
九
年
度
か
三
十
年
度
か
ら

行
わ
れ
る
と
思
う
。
高
校
一
一
一
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
そ
れ
は
、
全
く
ア
メ
リ
カ
側
の
一
方
的
指
定
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

５
、
第
二
外
国
語
と
し
て
は
、
一
一
十
単
位
の
中
ｐ
英
語
を
十
一
一
単
位
、
他
の
八

単
位
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
か
ド
イ
ツ
語
と
す
る
と
よ
い
。

趣
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〆

日
時
昭
一
和
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日
午
前
十
時

…
場
所
東
大
講
堂
北
側
会
議
室

出
席
者
両
委
員
長
、
各
専
門
委
員

欠
席
専
門
委
員
（
山
梨
、
金
沢
洞
千
葉
、
東
北
大
、
四
名
）
、

鈴
木
委
員
長
司
会
の
下
に
開
会

新
た
に
委
嘱
さ
れ
た
専
門
委
員
の
初
顔
合
せ
の
会
議
で
あ
り
、
自
己
照
会
あ
り
、

前
掲
九
月
二
十
七
日
の
委
員
会
で
成
案
を
得
た
東
大
杉
村
教
授
及
び
一
橋
大
田
上

教
授
の
講
演
資
料
を
配
布
し
、
学
内
に
お
け
る
学
生
の
実
践
的
政
治
活
動
は
許
さ
な

い
こ
と
に
す
る
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。
学
外
に
お
け
る
補
導
に
つ
い
て
は
更

に
研
究
す
る
こ
と
と
し
た
。

次
に
、
学
生
厚
生
、
補
導
に
要
す
る
諸
経
費
や
予
算
に
つ
い
て
意
見
の
交
換
、
討
議

が
行
わ
れ
た
が
耐
現
在
の
ま
ま
の
予
算
で
は
到
底
充
分
な
仕
事
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
Ｓ
．
Ｐ
．
Ｓ
研
究
費
と
か
、
Ｓ
．
Ｐ
．
Ｓ
笑
修
養
と
か
の
費
目
を
新

ら
た
に
設
け
て
提
出
す
る
と
よ
い
。

一
つ
の
新
予
算
と
し
て
、
学
生
の
就
職
、
懇
談
、
旅
費
等
に
は
、
学
生
一
人
当
り

年
一
一
一
百
円
を
要
す
る
と
見
れ
ば
、
ご
れ
だ
け
で
も
年
額
概
算
四
千
一
一
百
万
円
を
必
要

と
す
る
の
で
あ
る
。
費
目
名
は
学
生
相
談
費
と
す
る
の
も
一
案
で
あ
ろ
う
。

次
に
学
外
に
お
け
る
学
生
の
実
践
的
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
き
意
見
が

開
陳
さ
れ
た
。

１
，
学
生
個
人
と
し
て
の
場
合
に
つ
い
て
は
不
問
と
す
る
が
羽
集
団
的
な
場
合
と
．

見
ら
れ
る
と
き
は
許
可
制
と
す
る
。

２
、
学
内
公
認
団
体
と
外
部
の
団
体
と
の
共
同
運
動
の
場
合
は
許
可
制
と
す
る
。

ｓ
、
第
三
、
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員
会

６
、
中
学
時
代
の
英
語
教
育
が
選
択
科
目
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
高
校
入
学
後

か
ら
卒
業
後
ま
で
成
績
が
概
し
て
よ
く
な
い
現
実
の
苦
難
が
あ
る
。
中
学
時

代
の
英
語
教
育
に
つ
い
て
根
本
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

７
，
医
学
部
と
し
て
は
、
六
・
一
一
一
・
一
一
一
・
一
一
・
四
年
制
を
可
と
し
、
六
・
一
一
一
９

一
一
一
・
六
年
制
は
よ
く
な
い
。
医
学
部
進
学
コ
ー
ス
を
二
年
と
す
る
。

午
後
五
時
散
会

鑿

ＣＬ.

紗
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日
時
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
九
日
午
後
一
時
・

場
所
東
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
沢
田
委
員
長
、
各
委
員
（
欠
席
一
橋
大
学
）

文
部
省
脳
内
藤
庶
務
課
長
、
小
林
企
画
室
長

沢
田
委
員
長
司
会
の
下
に
開
会

新
任
の
文
部
大
臣
に
面
会
し
て
、
大
学
の
公
共
事
業
費
の
増
額
に
つ
い
て
、
要
『
望

し
て
置
い
た
。
又
文
部
次
官
に
も
面
会
し
て
、
同
様
要
談
し
た
。

年
額
十
一
一
一
億
円
で
は
⑩
全
く
不
足
で
あ
り
耐
せ
め
て
一
一
一
十
億
円
の
最
低
額
が
必
要

で
あ
る
。
中
央
教
育
審
議
会
を
早
急
に
設
置
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が

あ
る
点
を
懇
望
し
て
お
い
た
。

文
部
省
小
林
企
画
室
長
か
ら

新
制
大
学
の
諸
施
設
は
非
常
に
分
散
し
て
い
る
が
洞
集
中
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と

思
う
。
大
学
設
置
審
議
会
第
九
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
国
立
大
学
施
設
最
低
基
準

を
定
め
た
。

木
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
及
び
煉
瓦
造
り
と
レ
ア
今
後
六
十
六
万
六
千
”
坪
が
新

営
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
百
一
一
十
六
万
坪
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
要
す
る
費
用
は
五
百
六
十
億
円
で
あ
る
。

三
十
億
円
宛
五
ヶ
年
継
続
支
出
を
要
求
し
て
い
る
。
一
方
、
文
部
省
内
に
犬
．
学
病

院
事
務
改
善
協
議
会
が
あ
り
、
二
十
八
年
度
予
算
と
し
て
百
四
十
億
円
を
要
求
し
淀

ｇ
、
第
六
常
置
委
員
会

３
や
学
外
と
雄
も
、
・
学
内
と
同
一
方
針
に
よ
っ
て
補
導
し
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

４
、
学
外
は
法
律
的
に
は
自
由
で
あ
る
が
、
教
育
的
に
は
補
導
す
る
と
よ
い
。

５
、
学
外
に
お
け
る
学
生
の
団
体
的
政
治
活
動
は
、
大
学
を
代
表
す
る
形
態
を
と

る
誤
解
を
生
余
る
お
そ
れ
あ
る
場
合
は
、
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
○
等

協
議
さ
れ
た
が
、
決
論
を
出
さ
ず
、
Ｊ
な
お
研
究
を
重
ね
る
こ
と
と
し
た
◎

次
に
刀
・
学
生
厚
生
補
導
部
職
員
の
優
遇
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
へ
人
事
院
に
お
い

て
も
研
究
考
慮
中
で
あ
る
が
、
も
つ
と
実
際
一
面
に
当
っ
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
協
議
。
午
後
五
時
散
会
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｜
■

｜
、

韓

い
る
。

・
禽
迅

梨
行
政
財
産
調
査
に
し
｛
ろ
と
、
：

第
一
が
文
部
省
殉
第
二
が
郵
政
省
ｙ
第
一
一
一
が
法
務
省
と
な
っ
て
い
る
Ｑ

大
学
病
・
院
に
関
し
特
別
会
計
に
す
る
か
否
か
は
審
議
中
で
あ
る
。

近
い
う
ち
に
、
本
協
会
と
大
蔵
省
当
局
者
と
の
懇
談
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
予
定

し
た
。
午
後
五
時
散
会

１０
、

ｕ
、

日
時
昭
和
一
一
十
七
年
十
一
月
一
一
十
日
午
後
一
時

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

出
席
者
会
長
、
副
会
長
、
各
役
員

矢
内
原
会
長
司
会
の
下
に
開
会

第
六
回
総
会
が
十
一
月
一
一
十
一
日
、
二
十
一
一
日
に
開
催
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
日
程
、

議
事
進
行
な
ど
に
つ
い
て
懇
談
。
午
後
二
時
半
散
会

日
時
■
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
一
十
一
日
（
第
一
日
）
午
前
九
時
半

、
，

場
所
上
野
公
園
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長

文
部
省
稲
田
大
学
学
術
局
長
、
春
山
大
学
課
長

議
走
事
要
録

矢
内
原
会
長
議
長
席
に
着
き
開
会

一
莇
会
長
か
ら
筋
前
総
会
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
に
起
っ
た
学
生
運
動
の
状
況
、
新

制
大
学
院
設
置
の
状
況
及
び
そ
の
入
学
に
関
す
る
問
題
、
日
経
連
と
の
懇
談
状

況
粉
文
部
大
臣
の
交
替
並
び
に
教
育
者
と
し
て
の
覚
悟
等
に
つ
き
述
べ
ら
れ
た
。

一
一
、
そ
の
後
の
人
事
の
移
動
に
つ
い
て

東
京
工
業
大
学
長
和
田
小
六
氏
逝
去
に
つ
ぎ
γ
そ
の
後
任
内
田
俊
一
が
後
任
理
事

と
な
ら
れ
た
。

役
員
会

第
六
回
総
会

鏑̄

●

、

轡
・
鐘
一
瀬
マ
マ

・
横
浜
国
立
大
》
学
長
富
山
保
氏
は
刀
一
身
上
の
理
由
仁
よ
り
退
官
せ
ら
れ
た
の
で
、

後
任
理
事
は
、
そ
の
後
庁
任
老
が
引
つ
づ
き
な
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
Ｐ

第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
富
山
保
氏
の
後
任
は
ｐ
選
挙
の
結
果
、
信
州
大
」
学
長
高

橋
純
一
氏
が
就
任
せ
ら
れ
た
。

三
、
前
総
会
の
決
定
に
基
き
、
去
る
六
月
十
八
日
文
部
大
臣
へ
要
請
し
た
事
項
に
対

し
、
文
部
当
局
の
取
っ
た
処
置
し
た
こ
と
に
つ
き
、
稲
田
大
学
学
術
局
長
か
ら
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
。

１
、
《
大
学
管
理
法
を
速
か
に
制
定
さ
れ
た
い
と
の
要
望
に
対
し
て
は
、
前
回
の
国

会
に
提
案
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
省
内
に
お
い
て
も
よ
く
検
討

し
、
次
の
国
会
へ
提
案
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
際
は
、
国
立
大
学
協
会
の

意
向
を
承
わ
る
こ
と
と
す
る
。
・

２
、
学
生
の
健
康
管
理
施
設
の
整
備
拡
充
に
つ
い
て
は
、
よ
く
研
究
し
、
予
算
を

要
求
す
る
。

３
、
補
導
厚
生
に
関
す
る
常
設
的
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
、
九
州
大
学
に
厚
生
補

導
講
座
の
予
算
を
要
求
を
し
た
。

‐
４
筋
国
立
大
学
の
財
政
確
立
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
に
要
求
中
で
極
力
実
現
す
る

よ
う
努
力
し
て
い
る
。

四
、
会
務
の
報
告

会
長
か
ら
、
役
員
会
を
次
の
よ
う
に
開
催
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

六
月
十
四
日
学
生
の
政
治
運
動
に
つ
い
て

九
月
六
日
大
学
管
理
法
案
に
つ
い
て

十
月
十
八
日
学
生
の
政
治
活
動
に
つ
い
て

十
一
月
一
一
十
日
第
六
回
総
会
の
議
題
に
つ
い
て

五
、
各
常
置
委
員
会
の
協
議
状
況
報
告

各
常
置
委
員
長
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
所
管
事
項
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

第
一
常
置
委
員
会
高
橋
委
員
長

大
学
管
理
法
が
未
だ
制
定
さ
れ
な
い
の
で
、
大
学
長
の
選
考
と
任
期
に
つ
い
て
協

議
し
た
。
又
満
会
長
の
委
托
に
よ
り
、
大
学
管
理
法
案
を
審
理
し
た
と
て
配
付
し
た

印
刷
勅
に
つ
い
て
報
告
説
明
が
あ
っ
た
。

曇

鰯
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０
一

第
一
常
置
委
員
会
報
告

（
昭
和
一
一
十
七
年
十
一
月
一
一
十
一
日
）

｜
、
国
立
大
学
長
の
選
考
と
任
期
と
に
つ
い
て
（
七
月
十
八
日
会
議
）

と
の
問
題
は
、
大
学
管
理
法
案
が
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
爾
そ
の
決
定
を

見
る
ま
で
の
暫
定
的
な
申
合
せ
と
し
て
討
議
を
行
っ
た
も
の
で
、
そ
の
結
果
は
事

務
局
を
経
て
各
国
立
大
学
長
に
参
考
資
料
と
し
て
送
付
し
た
。

一
一
γ
犬
学
管
理
法
に
つ
い
て
（
十
一
月
十
一
日
会
議
）

本
法
案
に
つ
い
て
は
、
既
に
五
月
の
国
立
大
学
長
会
議
お
よ
び
国
立
大
学
協
会

の
総
会
等
で
報
告
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
討
議
が
行
わ
れ
、
国
立
、
公
立
の
大
学

を
一
本
立
と
し
て
耐
国
立
大
学
審
議
会
、
商
議
会
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
評
議

会
教
授
会
の
組
織
、
権
限
耐
学
長
、
学
部
長
の
権
限
、
任
期
等
の
規
定
だ
け
で
管

理
法
案
滋
か
え
る
申
合
も
あ
っ
た
次
第
で
あ
る
。
、

本
委
員
会
は
、
会
長
か
ら
大
学
管
理
法
案
に
対
す
る
そ
の
後
の
参
考
資
料
に
よ

る
修
正
事
項
の
吟
味
左
求
め
ら
れ
た
の
で
そ
の
検
討
を
行
っ
た
次
第
で
あ
る
。

以
下
は
そ
の
主
要
な
事
項
で
あ
る
。

⑪
国
立
大
学
審
議
会
の
廃
止
（
国
立
大
学
管
理
法
案
第
屋
章
第
一
一
一
ｔ
第
十
三
条
）

こ
れ
は
文
部
省
設
置
法
第
一
一
十
六
条
の
中
央
教
育
審
議
会
と
多
少
重
複
の
嫌
も

あ
る
か
ら
廃
止
に
は
反
対
し
な
い
。

②
商
議
会
は
地
方
の
新
設
大
学
等
で
は
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
ろ
向
も
あ
る
か
ら
次
の

よ
う
に
修
正
す
る
。

Ⅲ
国
立
大
学
に
商
議
会
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
。
（
管
理
法
第
十
四
条
）

Ⅲ
回
学
長
は
評
議
会
が
当
該
大
学
に
お
け
る
左
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
を

な
す
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
商
議
会
の
意
見
を
閏
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
管
理
法
第
十
八
条
）

③
評
議
会
に
つ
い
て

Ⅲ
評
議
会
の
権
限
（
管
理
法
第
二
十
五
条
）
ｊ

学
長
は
当
該
大
学
に
お
け
る
左
に
掲
げ
る
事
項
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
は
評

議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
葱
い
●

教
授
会
の
権
限
（
管
理
法
第
一
一
十
九
条
）
も
同
様
の
主
旨
に
改
め
る
。

回
単
科
大
学
に
評
議
会
を
置
く
こ
と
と
す
る

鑑

、

｛
へ
認
辨
》
一
、

舎一錘》季．

そ
の
組
織
そ
の
他
の
規
定
は
綜
合
大
学
の
評
議
会
規
定
を
準
用
す
る
。

た
だ
し
学
部
の
教
授
で
あ
る
評
議
員
の
数
は
五
人
（
事
情
に
よ
り
十
人
歪

で
増
加
で
き
る
。
）
と
す
る
。
ま
た
評
議
会
を
置
く
場
合
、
代
議
員
会
は

設
け
な
い
。

側
教
授
会
に
つ
い
て
（
第
五
章
第
二
十
七
条
’
第
一
一
一
十
一
一
条
）

㈹
一
般
教
育
お
よ
び
専
門
教
育
の
課
程
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
程
を
担
当
す

る
教
授
を
も
っ
て
教
授
部
会
．
（
助
教
授
お
よ
び
常
勤
講
師
を
加
え
る
こ
と
が

出
来
る
）
を
設
け
、
教
授
会
の
定
め
る
規
程
に
従
い
、
そ
の
委
任
し
た
事
項

を
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

回
国
立
短
期
大
学
に
教
授
会
を
置
く
こ
と
と
す
る
。
（
評
議
会
は
置
か
な
ど

⑤
管
理
法
案
の
改
廃

以
上
の
趣
旨
に
よ
り
、
本
法
律
の
目
的
お
よ
び
国
立
大
学
審
議
会
、
公
立
大
学

そ
の
他
に
関
す
る
法
規
を
適
当
に
修
正
改
廃
す
る
こ
と
。

本
法
律
の
目
的
は
（
第
一
条
）
次
の
よ
う
に
す
る
。

こ
の
法
律
は
国
立
お
よ
び
公
立
の
大
学
に
お
け
る
学
問
研
究
の
自
由
と
教
育
の

自
主
性
を
保
障
す
る
た
め
、
そ
の
自
治
を
尊
重
す
る
と
と
も
堤
．
こ
れ
ら
の
大

学
が
公
共
的
な
責
務
を
果
す
こ
と
を
期
し
て
、
そ
の
適
性
な
管
理
と
運
営
を
図

ろ
乙
と
を
目
的
と
す
る
。

⑥
関
係
法
律
の
改
正
に
つ
い
て

㈹
教
育
公
務
員
特
例
法
第
五
条
、
第
六
条
に
定
め
る
事
前
審
査
の
規
定
を
削
除
。

㈲
学
長
耐
教
員
お
よ
び
部
局
長
の
意
に
反
す
る
転
任
、
免
職
並
び
に
教
員
の
意

に
反
す
る
降
任
は
評
議
会
の
議
決
を
経
て
行
う
学
長
の
申
出
に
基
い
て
行
う

？
（
第
六
条
の
改
正
）

、
同
上
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
学
の
学
長
、
教
員
お
よ
び
部
局
長
の
任
用
、
免
職
Ｔ
休
職
耐
復
職
、
退
職

お
よ
び
懲
戒
処
分
は
学
長
の
申
出
に
基
い
て
任
命
権
者
が
行
う
。

こ
の
任
命
権
者
は
国
立
大
学
に
あ
っ
て
は
文
部
大
臣
、
公
立
大
学
に
あ
っ
て

は
該
当
大
学
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
と
す
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
、
（
Ａ
）
学
長
の
任
用
の
申
出
に
二
名
以
上
の
採
用
候
補
」
者

を
記
載
し
た
名
簿
を
提
出
す
る
よ
う
な
改
正
に
は
賛
成
出
来
な
い
。
（
Ｂ
ｙ
別

項
の
申
出
に
対
し
『
任
命
権
者
が
中
央
教
育
審
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
（
公

意

鑓
。
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ロ

｜
Ｉ

立
犬
手
学
に
あ
っ
て
は
文
部
大
臣
を
通
じ
て
）
こ
れ
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
』
と
い
う
よ
う
な
規
定
は
賛
成
し
な
い
。

Ｈ
文
部
省
設
置
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
削
除
は
賛
成
出
来
な
い
Ｐ

㈹
そ
の
他

㈹
大
学
院
に
関
す
る
規
定
を
加
え
る
必
要
が
な
い
か
。

伺
齊
し
く
国
立
大
学
と
称
す
る
も
旧
専
門
高
等
学
校
が
昇
格
し
た
所
謂
新
設
大

学
と
、
旧
制
大
学
か
ら
転
じ
た
所
謂
旧
設
大
学
と
の
間
に
は
、
管
理
上
に
も

大
き
な
差
違
が
あ
る
が
、
本
管
理
法
は
「
大
学
の
あ
る
べ
き
状
態
」
を
規
定

す
る
理
想
案
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
共
通
の
法
律
で
管
理
き
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。
然
し
可
実
際
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
改
正
さ
る
べ
き
『
国
立

大
学
お
よ
び
公
立
大
学
管
理
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
に
関
す
る

法
律
案
』
に
お
い
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

三
、
教
員
の
資
格
審
査
に
つ
い
て

川
教
員
の
任
用
手
続
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
九
月
十
九
日
付
・
岡
田
人
事
課
長
発

国
立
大
学
長
宛
）
の
第
３
項
大
学
設
置
審
議
会
の
資
格
審
査
に
つ
い
て

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
可
文
部
当
局
の
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
こ
と
・

㈲
な
お
資
格
審
査
の
実
情
に
つ
ぎ
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
。

（
Ａ
）
資
格
審
査
は
公
正
を
期
せ
ら
れ
た
い

（
Ｂ
）
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
格
付
（
？
）
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
か
、
ま
た
は
再
審
の
機
会
を
与

え
る
よ
う
に
所
置
あ
り
た
い
。

（
Ｃ
）
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
学
長
の
意
見
を
重
視
さ
れ
た
い
。

（
Ｄ
）
大
（
学
院
教
授
の
資
格
審
査
は
、
大
学
院
を
も
た
な
い
大
学
の
教
授
に
も
審

査
申
請
を
許
さ
れ
た
い
。

（
Ｅ
）
非
常
勤
講
師
の
資
格
審
査
は
学
内
の
審
査
に
委
任
さ
れ
た
い
。

四
、
新
旧
制
の
学
生
の
所
置
に
つ
い
て

㈹
旧
制
大
学
の
未
卒
業
学
生
は
追
試
験
そ
の
他
の
方
法
で
成
る
べ
く
旧
制
で
卒
業

さ
せ
る
。
｜

何
前
項
の
取
扱
に
つ
ぎ
少
く
と
も
今
後
五
カ
年
の
猶
予
期
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

㈹
本
人
の
希
望
に
よ
り
新
制
に
切
替
え
編
入
を
行
う
。

五
、
其
の
他

、
文
理
学
部
と
教
育
学
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
に
つ
ぎ
一
応
の
結
論
に
達
し
た

鰯
０

Ｊ？

、

。

￣

っ
鍵
孕
・
鐵
劉

屯
（
（
前
総
会
〉
訳
で
は
あ
る
が
耐
実
際
問
・
題
と
し
て
今
一
後
な
お
検
討
の
必
要
が
あ

る
ｏ

ｎ
総
合
農
学
科
と
教
育
学
部
と
の
関
係
も
調
整
の
必
要
が
あ
る
○

以
上
の
川
伺
に
つ
い
て
は
、
第
七
常
置
委
員
会
と
打
合
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
針
を

定
め
る
こ
と
。

㈹
新
設
大
学
の
各
学
部
の
定
員
に
つ
い
て

新
設
小
犬
尹
学
の
教
官
、
特
に
教
授
定
員
は
暫
定
的
で
あ
る
た
め
ｐ
教
授
会
の
設
定

等
。
管
理
面
に
Ｊ
も
支
障
が
あ
る
か
ら
、
定
員
問
題
の
再
検
討
が
望
ま
し
い
。

第
二
常
置
委
員
会
小
池
委
員
長

１
、
入
学
試
験
要
項
に
つ
い
て
は
、
毎
年
入
学
試
験
研
究
委
員
会
に
お
い
て
審
議

決
定
し
て
い
る
が
、
本
会
に
お
い
て
も
専
門
委
員
会
を
設
け
て
今
訓
夏
以
来
研
究
し
て

い
る
。
現
在
の
入
学
試
験
要
項
は
、
基
本
的
変
更
は
な
さ
余
耐
単
に
技
術
的
必
要
已

む
を
得
な
い
も
の
の
み
変
更
す
る
こ
と
と
し
諺
そ
の
修
正
案
が
決
定
さ
れ
れ
ば
、
本

協
会
は
こ
れ
を
励
行
し
、
こ
れ
に
反
す
る
苧
と
は
厳
重
に
戒
し
め
た
い
。

入
学
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
は
原
一
則
と
し
て
指
定
の
権
限
は
な
い
が
、

高
等
学
校
の
精
神
を
破
壊
し
な
い
一
定
の
枠
内
に
お
い
て
例
外
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
た
め
に
は
予
告
期
間
と
し
て
一
一
年
前
位
に
発

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
⑪
職
業
科
目
を
教
養
科
目
に
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て

も
研
究
し
た
。

２
の
医
学
科
進
学
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
種
々
問
題
は
多
い
が
、
新
制
大
学
に
予

科
は
設
け
な
い
方
針
だ
か
ら
、
単
科
大
学
と
し
て
一
万
年
の
進
学
コ
ー
ス
を
設
け
て

は
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

３
、
進
学
適
性
検
査
の
こ
と
に
つ
い
て
は
午
後
検
討
す
る
。

蕊
三
常
置
委
員
会
鈴
木
委
員
長

補
導
厚
生
に
つ
い
て
は
、
合
同
し
て
数
回
委
員
会
を
開
催
し
た
。
・

学
生
の
政
治
活
動
の
補
導
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
の
杉
村
教
授
及
び
一
シ
橋
大

！
学
の
田
上
教
授
の
出
席
・
を
求
め
ｐ
法
的
根
拠
を
究
明
し
、
そ
の
結
論
と
し
て
は
，
大

体
の
基
準
線
を
「
大
学
は
学
問
の
教
育
の
場
で
あ
り
、
政
治
的
中
立
を
守
ら
い
ば
な

ら
な
い
か
ら
、
学
内
に
お
け
る
実
践
的
政
治
活
動
は
許
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
」
に
決

懲
一

葱

￣

こ･

趣ｉＰ
～■

緋
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定
し
た
と
て
、
配
付
印
刷
物
に
つ
い
て
説
明
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
外
に
関
し
て
は

複
雑
な
問
題
が
あ
る
か
ら
な
お
検
討
し
た
い
。
（
一
一
、
一
一
一
，
四
頁
参
照
）

補
導
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
に
お
け
る
最
低
経
費
の
調
査
が
必
要
な
の
で

い
歩
呵
れ
決
定
次
第
御
依
頼
す
る
か
ら
御
協
力
願
い
た
い
。

第
四
常
置
委
員
会
戸
田
委
員
長

学
生
の
補
導
厚
生
の
た
め
に
は
、
補
導
厚
生
職
員
の
優
遇
等
に
関
す
る
経
費
を
増

額
し
な
け
れ
ば
円
滑
に
運
営
で
き
な
い
の
で
午
後
委
員
会
に
諮
っ
た
上
報
告
す
る
。

第
五
常
置
委
員
会
寺
沢
委
員
長

委
員
長
を
決
定
し
た
の
み
で
あ
る
。

第
六
常
置
委
員
会
沢
田
委
員
長

１
、
前
総
会
の
決
定
に
基
き
、
国
立
大
学
の
財
政
の
確
立
と
改
善
に
つ
ぎ
、
中
央

教
育
審
議
会
で
審
議
さ
れ
る
よ
う
建
議
し
た
。

２
勺
大
学
債
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
そ
の
原
案
を
配
付
し
た
が
、
何
等
回

答
に
接
し
て
い
な
い
。
各
方
面
の
意
見
を
徴
す
る
に
耐
大
学
債
は
赤
字
公
債
に
な
る

の
で
い
け
な
い
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
総
会
へ
上
提
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

３
、
大
学
の
経
辨
費
増
額
に
つ
い
て
は
、
旅
費
そ
の
他
日
常
起
る
諸
経
費
に
つ
い
て

の
要
望
を
と
り
ま
と
め
会
長
に
も
報
告
し
、
文
部
当
局
へ
も
通
じ
て
あ
り
、
こ
の
趣

旨
に
よ
っ
て
本
年
度
予
算
を
編
成
し
た
こ
と
と
思
う
。
本
年
度
の
文
教
予
算
中
、
施

設
費
は
五
十
一
億
一
千
五
百
万
円
要
求
さ
れ
た
と
て
内
容
に
つ
ぎ
説
明
が
あ
っ
た
。

予
算
の
通
過
に
つ
い
て
は
、
文
部
当
局
も
極
力
努
力
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が

国
費
多
端
の
折
耐
唯
熱
意
だ
け
で
は
全
部
通
過
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
今
後

は
一
層
文
部
当
局
左
督
励
し
、
会
長
も
側
面
か
ら
援
助
願
い
た
い
。

第
七
常
置
委
員
会
柴
沼
委
員
長

委
員
長
を
決
定
し
た
の
み
で
あ
る
⑩
こ
れ
は
、
こ
の
九
月
か
ら
文
部
省
に
教
育
職

員
養
成
審
議
会
が
設
置
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
審
議
の
状
況
に
よ
り
、
本
委
員
会
に
お

い
て
協
議
す
る
予
定
の
た
め
で
あ
る
。

以
上
で
午
前
の
日
程
い
を
終
一
了
莇
昼
食
休
憩
、
午
後
一
時
再
開
・

午
前
中
に
お
け
る
各
常
置
委
員
長
の
報
告
を
議
題
と
し
て
意
見
の
交
換
を
行
つ

曇

＝

畠、

▲・へ辮寧）

鐇
一

た
。
そ
の
大
要
次
の
通
り
で
あ
る
。

｜
、
国
立
大
学
長
の
選
考
と
任
期
は
つ
い
て

１
、
選
挙
は
、
教
授
会
の
よ
う
な
正
規
の
組
織
あ
る
機
関
で
行
う
べ
き
で
あ
る
。

新
設
大
学
で
は
、
教
授
会
が
確
立
す
る
ま
で
は
，
他
の
方
法
に
よ
る
は
止
む
を

得
な
い
。

２
、
二
重
選
挙
の
方
式
は
民
主
的
で
な
い
。

３
，
学
長
選
挙
資
格
者
の
う
ち
、
事
務
関
係
者
を
入
れ
た
の
は
刀
前
か
ら
の
習
慣

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

４
、
「
備
考
」
中
「
昭
和
一
一
十
八
年
内
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
二
十
八
年
末
ま

で
に
」
の
意
で
あ
る
。

５
、
こ
の
案
は
、
旧
設
の
大
学
に
は
関
係
な
く
，
新
設
大
学
が
規
定
を
制
定
す
る

際
の
参
考
案
と
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
大
学
管
理
法
に
つ
い
て

１
℃
単
科
大
学
に
お
け
る
評
議
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
あ
る
の
で
、
「
置
く
こ

と
が
で
き
る
。
」
と
す
る
の
が
適
当
だ
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

Ｊ

２
耐
一
般
教
育
の
課
程
を
担
当
す
る
組
織
に
お
い
て
教
授
会
を
置
け
な
い
が
、
教
ｎ

官
の
会
議
は
必
要
で
あ
る
し
且
つ
実
際
に
存
在
し
て
い
る
。
従
来
各
大
学
で
そ
く

の
取
扱
い
が
区
友
な
の
で
、
こ
れ
を
教
授
部
会
と
し
て
置
く
こ
と
と
し
、
教
授

会
か
ら
権
限
を
指
定
し
、
大
学
の
運
営
を
図
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

３
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第
五
条
嗣
第
六
条
に
定
め
る
事
前
審
査
の
規
定
を
削
除

し
て
、
本
人
釈
明
の
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
は
、
妥
当
で
な
か
ろ
う
と
の
意
見

が
あ
っ
た
。

一
一
一
℃
教
員
の
資
格
審
査
に
つ
い
て

教
員
の
任
用
手
続
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
九
月
十
九
日
付
岡
田
人
事
課
長
発
国
立

大
学
長
宛
）
の
第
３
項
大
学
設
置
審
議
会
の
資
格
審
査
に
つ
い
て
。

稲
田
局
長
か
ら
、
こ
れ
は
新
ら
し
い
問
題
で
な
い
。
大
学
設
置
審
議
会
で
は
，
大

学
設
置
認
可
の
と
き
は
、
教
授
の
組
織
を
見
て
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
教

授
組
織
の
充
実
し
て
い
な
い
大
学
に
つ
い
て
は
当
分
、
全
体
の
組
織
を
見
る
た
め
個

汽
の
教
員
莚
大
学
設
置
審
議
会
で
審
査
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
Ｐ

定
員
の
四
分
の
一
一
一
に
達
す
れ
ば
中
止
す
る
も
の
で
あ
る
ｐ
国
？
公
、
私
立
名
犬
学
左

通
じ
て
一
濟
に
審
査
を
解
除
す
る
か
叉
は
書
面
審
査
で
責
任
解
除
す
る
か
朧
研
究
す
！

B￣
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ろ
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
画
新
制
大
学
に
切
り
替
え
る
と
き
⑰
旧
制
課
程
担
当
教
授
を
一
応
審

査
の
形
式
を
採
る
こ
と
に
つ
い
て
は
反
対
意
見
が
多
か
っ
た
。

又
、
在
職
十
年
以
上
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
制
大
学
の
現
段
階
で
は
，
基

準
と
し
て
守
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

Ａ
Ｄ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の
格
付
は
勺
止
め
ら
れ
た
い
と
の
意
見
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
対

し
、
稲
田
局
長
か
ら
、
あ
る
分
科
会
に
お
い
て
審
査
の
目
安
と
し
た
単
な
る
部
内
の

申
合
せ
で
、
発
表
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

四
、
旧
制
大
学
廃
止
に
伴
う
て
起
る
べ
き
旧
制
度
の
学
生
（
未
卒
業
）
の
所
置
に
つ

い
て

旧
制
大
学
の
未
卒
業
生
は
、
追
試
験
そ
の
他
の
方
法
で
、
な
る
べ
く
旧
制
で
卒
業

さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
の
猶
予
期
間
を
五
ヶ
年
と
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
長
過
ぎ
は
し
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

以
上
で
意
見
の
交
換
が
終
り
、
・
午
後
三
時
か
ら
各
常
置
委
員
会
は
別
室
に
分
れ
て

開
会
、
そ
れ
ぞ
れ
当
面
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
審
議
検
討
し
⑰
終
っ
て
散
会
し
た
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
一
十
一
一
日
（
第
一
一
日
）
出
席
者
前
日
に
同
じ

午
前
九
時
半
か
ら
開
会

昨
日
午
後
開
か
れ
た
各
常
置
委
員
会
の
審
議
事
項
に
つ
い
て
、
各
常
置
委
員
長
か

ら
報
告
あ
り
、
こ
れ
を
議
題
と
し
て
議
事
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

議
事
要
録
、

蕊
一
常
置
委
員
会
の
所
管
事
項

一
、
国
立
大
学
長
の
選
考
と
任
期
に
つ
い
て

原
案
を
左
記
の
通
り
修
正
し
、
大
学
管
理
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的
参
考

資
料
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

右
の
修
正
さ
畑
た
案
は
次
の
通
で
あ
る
。

記

第
六
回
総
会

鰻
〆

一
夕

重
弓

国
立
大
箪
長
の
選
考
と
任
期
と
に
関
す
る
暫
定
案
’

１
、
学
長
の
考
選
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
．

⑩
選
考
方
式

推
薦
委
員
会
を
設
け
て
、
先
余
学
長
候
補
者
数
名
を
選
出
す
る
。
こ
の
候
補
者

か
ら
学
長
を
選
挙
す
る
こ
と
と
す
る
。

②
被
選
挙
資
格
者

「
適
任
者
」
と
す
る
。
、

教
授
、
助
教
授
と
限
定
す
る
な
ど
の
こ
と
な
く
、
又
学
の
内
外
を
問
わ
ず
、
学

長
と
し
て
適
任
と
思
わ
れ
る
者
と
す
る
こ
と
。

③
学
長
候
補
者
選
挙
資
格
者

㈹
推
薦
委
員
会
は
現
に
教
授
会
を
構
成
す
る
者
の
互
選
に
よ
り
、
各
学
部
か
ら

一
定
数
の
委
員
を
選
出
し
て
適
当
の
員
数
を
以
っ
て
構
成
す
る
。

㈲
学
長
選
挙
資
格
者
．

原
則
と
し
て
、
教
授
会
の
構
成
員
を
選
挙
有
資
格
者
と
す
る
も
、
大
学
の
事

情
に
よ
っ
て
、
助
教
授
専
任
講
師
、
事
務
局
長
、
事
務
局
各
課
長
耐
厚
生
補

導
部
長
、
厚
生
部
各
課
長
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
，
学
長
の
任
期
に
つ
い
て

⑪
学
長
の
任
期
つ
に
い
て
は

国
立
大
学
管
理
法
案
第
一
一
一
十
四
条
の
定
め
る
通
り
二
一
一
年
以
上
六
年
以
内
と
し

再
選
を
妨
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。
而
し
て
こ
の
原
則
に
基
す
い
て
具
体
的
に
は

各
大
学
に
て
定
め
る
。

②
所
謂
新
制
大
学
の
現
学
長
の
任
期
に
つ
い
て
は

国
立
大
学
管
理
法
及
び
公
立
大
学
管
理
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
に

関
す
る
法
律
案
の
附
則
第
六
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
（
当
該
大
学
が
設
置
さ
れ
た

日
か
ら
四
年
間
）
を
認
め
る
が
、
大
学
の
事
情
に
よ
っ
て
若
干
期
間
の
延
長
あ

ろ
を
妨
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

備
考昭
和
二
十
八
年
末
ま
で
に
行
わ
れ
る
新
制
大
学
長
の
選
挙
に
お
い
て
同
一
人
が
選

ば
れ
た
場
合
は
、
再
選
と
は
認
め
な
い
。
従
っ
て
．
そ
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
そ

の
大
学
が
一
一
一
年
以
上
六
年
以
内
に
お
い
て
定
め
た
も
の
に
よ
る
。

備
考
そ
の
後
再
度
一
部
改
訂
さ
れ
た
。
彙
報
の
部
第
６
項
参
照
。

趣
ひ

衝
二

二

〃
｝
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二
、
大
学
管
理
法
案
に
つ
い
て

た
い
と
の
通
牒
も
あ
る
の
で
、
猶
予
期
間
は
半
年
か
叉
は
一
年
位
と
し
、
特
別
の
事

第
一
常
置
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
大
学
管
理
法
改
正
案
に
つ
き
種
宜
意
見
を
交
情
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。

襖
し
た
が
、
こ
れ
を
文
部
省
へ
答
申
の
参
考
資
料
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

又
耐
本
人
の
希
望
に
よ
り
新
制
へ
の
編
入
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

大
学
管
理
法
の
改
正
案
に
つ
き
、
文
部
省
か
ら
本
協
会
の
意
見
を
求
れ
め
ら
れ
た
第
二
常
置
委
員
会
の
所
管
事
項

場
合
は
刀
そ
の
改
正
案
を
全
会
員
に
配
付
し
、
そ
の
答
申
に
つ
い
て
は
総
会
を
開
く
～
進
学
適
性
「
検
査
に
つ
い
て
は
、
実
施
以
来
五
年
を
経
過
し
た
が
、
未
だ
こ
れ
に
対

か
役
員
会
の
み
で
取
扱
う
か
は
ｂ
役
員
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。
』

す
る
何
等
科
学
的
デ
ー
タ
は
な
く
筋
目
下
国
立
教
育
研
究
所
及
び
東
京
大
学
の
高
木

評
議
員
の
う
ち
に
、
分
校
主
事
を
加
え
た
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
教
授
が
研
究
中
で
あ
る
。
高
木
教
授
は
、
入
学
試
験
と
卒
業
試
験
と
の
関
係
を
対
照

し
て
は
、
管
理
法
規
程
案
第
四
条
の
但
書
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
の
意
見
が
し
て
調
査
し
Ｐ
明
年
一
一
一
月
中
間
発
表
の
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
に
よ
り

慎
重
に
根
本
的
検
討
の
上
、
こ
れ
が
実
施
Ｉ
可
否
を
決
定
す
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
次

あ
っ
た
。

三
、
教
員
の
資
格
審
査
に
つ
い
て

の
三
項
を
文
部
当
局
へ
要
望
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

１
、
教
員
の
任
用
手
続
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
九
月
十
九
日
付
岡
田
人
事
課
長
発
１
、
文
部
省
に
対
し
早
く
科
学
的
研
究
の
中
間
発
表
を
求
め
る
こ
と
。

国
立
大
学
長
宛
）
の
第
３
項
大
学
設
置
審
議
会
に
よ
る
資
格
審
査
は
、
一
部
は
２
、
進
学
適
性
検
査
の
実
施
猛
教
官
の
負
担
重
く
、
又
、
大
学
の
運
営
を
妨
げ
る

既
に
済
ん
で
い
る
が
、
残
余
の
者
に
つ
い
て
も
引
続
き
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
、

と
と
も
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
の
実
施
の
期
日
、
期
間
に
つ
い
て
も
考
究
し
、

・
徒
ら
に
煩
雑
と
な
る
。
又
、
旧
制
大
学
に
在
職
し
て
い
る
者
を
新
制
大
学
に
任
’
且
つ
公
私
立
大
学
の
協
力
を
求
め
、
こ
れ
が
経
費
を
増
額
す
る
こ
と
。

用
す
る
と
き
は
、
個
人
審
査
は
必
要
な
い
か
ら
こ
れ
を
省
略
さ
れ
た
い
旨
を
、
３
薊
入
学
試
験
の
経
費
も
増
額
す
る
こ
と
。

会
長
か
ら
文
部
大
臣
へ
強
く
要
望
す
る
こ
と
と
決
定
し
た
。

２、非常勤講師の資格審査は、学内機関の審査に委任されるよう文部鵜頤蝋置委員会の所管事項
大
臣
へ
強
く
要
望
す
る
こ
と
と
決
定
し
た
。

｜
、
学
生
の
学
内
に
お
け
る
政
治
的
活
動
に
つ
い
て

査申請在も許されたい。学生の学内における政治的活動については、法的根拠を研究の結果耐
３
、
そ
の
ほ
か
可
次
の
意
見
が
あ
っ
た
。
《

イ
、
資
格
審
査
は
、
公
正
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

実
践
的
活
動
は
、
学
内
に
お
い
て
許
さ
な
い
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
も
採
り

ロ
、
Ａ
筋
Ｂ
、
Ｃ
の
格
付
は
廃
止
さ
れ
た
い
。
、

来
つ
た
も
の
を
確
認
し
た
こ
と
と
し
て
単
な
る
申
合
事
項
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

〈
、
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
、
学
長
の
意
見
を
重
視
さ
れ
た
い
。

註
詳
細
は
、
前
掲
第
一
一
一
、
第
四
常
置
委
員
会
（
九
月
一
一
十
七
日
開
催
）
の
部
参
照

「
大
学
院
教
授
の
資
格
審
査
は
、
大
学
院
を
設
置
し
な
い
大
学
の
教
授
の
琴
：
の
こ
と
。

二
学
生
の
補
導
厚
生
に
つ
い
て
ノ

四
諺
新
設
大
学
の
各
学
部
の
定
員
に
つ
い
て

日
次
の
通
り
補
導
厚
生
費
の
増
額
竝
ぴ
に
施
設
を
文
部
大
臣
へ
要
望
す
る
こ
と
に

管理面にも支障があるから、定員問題を再検討するよう、会長から文部決定したｐ
新
設
大
学
の
教
官
可
特
に
教
授
定
員
は
暫
定
的
で
あ
る
た
め
、
教
授
会
の
設
定
等

１
、
教
官
と
学
生
と
の
接
触
の
機
会
を
増
す
た
め
に
、
学
生
相
談
費
又
は
面
接

大
臣
へ
要
望
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

費
と
し
て
、
学
生
一
人
に
つ
い
て
年
額
三
○
○
円
ｐ
総
計
約
四
一
一
、
○
○
○
、

五
、
旧
制
大
学
未
卒
業
学
生
の
所
置
に
つ
い
て

○
○
○
円
の
増
額

旧
制
大
学
の
未
卒
業
学
生
は
、
追
試
験
そ
の
他
の
方
法
で
、
な
る
べ
く
旧
制
で
卒
’
２
ｙ
就
職
斡
旋
費
と
し
て
卒
業
年
次
学
生
一
人
に
つ
き
平
均
一
一
一
○
○
円
、
総
計

業
さ
せ
る
が
、
そ
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
か
ら
も
な
る
べ
く
早
く
処
置
さ
れ

Ｉ
約
苧
五
コ
○
○
○
コ
○
○
○
円
の
増
額
（
こ
れ
は
昭
和
一
一
十
七
年
度
に
お
い

蕊
一

～

６

割
唾

・
鰹

穂

蟻

鐘

曇

（１３）
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て
も
増
額
の
こ
と
）
；

，
３
の
学
生
運
動
の
情
報
等
の
交
換
の
協
雫
力
に
つ
い
て

３
、
文
化
面
体
育
両
方
面
の
課
外
活
動
補
助
費
と
し
て
学
生
一
人
に
つ
き
一
一
一
○

各
国
立
大
学
間
に
お
い
て
，
学
生
遠
動
の
情
報
の
交
換
に
つ
い
て
は
、
で
き

○
円
？
総
計
約
四
二
、
○
○
○
の
○
○
○
円
の
増
額

ろ
だ
け
速
か
に
、
し
か
も
確
実
に
な
し
得
る
よ
う
特
別
の
考
慮
を
払
わ
れ
た
い
。

４
、
文
部
省
案
に
よ
る
学
生
部
の
機
構
改
革
、
即
ち
教
務
課
、
学
生
課
・
厚
生

な
お
、
具
体
的
に
、
発
信
者
、
受
信
者
等
も
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
て
学

？
課
竝
ぴ
に
就
職
の
仕
事
の
増
加
に
伴
う
職
員
の
増
加
「

長
か
ら
学
長
へ
齪
嬬
の
な
い
よ
う
に
互
に
協
力
願
い
た
い
。

；
５
、
就
職
竝
ぴ
に
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
に
就
職
斡
旋
第
六
常
置
委
員
会
の
所
管
事
項

機
関
の
制
度
化

１
ｍ
前
総
会
に
お
い
て
、
国
立
大
学
の
財
政
の
確
立
と
改
善
に
つ
き
、
文
部
大
臣

６
、
補
導
厚
生
に
従
事
す
る
職
員
の
身
分
の
優
遇
対
策

に
対
し
ロ
中
央
教
育
審
議
会
に
お
い
て
審
議
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
要
望
し
た
が
、

時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
及
び
旅
費
増
額
と
無
料
宿
舎
の
支
給

未
だ
同
審
議
会
も
設
置
さ
れ
な
い
状
勢
で
あ
り
、
早
急
に
審
議
決
定
さ
れ
る
よ

７
７
寮
及
び
学
・
生
集
会
所
の
施
設
拡
充

う
希
望
す
る
。

８
、
医
療
施
設
の
拡
充
に
伴
う
レ
ン
ト
ゲ
ン
技
師
の
補
充

２
⑪
国
立
大
学
財
政
確
立
の
た
め
、
大
学
の
基
準
教
育
費
を
定
め
る
こ
と
は
適
当

９
、
健
康
保
険
制
度
の
確
立

だ
と
の
意
見
が
あ
る
の
で
⑪
専
門
委
員
会
を
設
け
て
研
究
し
た
い
。
こ
れ
が
た

目
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
を
貫
徹
す
る
よ
う
、
そ
の
取
扱
い
方
は
、
会

め
、
東
京
大
学
、
東
京
工
業
大
学
Ｐ
東
京
外
国
語
大
学
の
各
事
務
局
長
に
お
い

長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

て
そ
の
原
案
作
成
方
を
委
嘱
し
て
あ
る
。

１
、
一
般
学
生
育
英
資
金
の
個
人
給
与
の
増
額

３
勅
大
学
管
理
法
案
に
は
、
財
政
管
理
の
面
は
、
従
来
に
も
耐
又
，
今
回
の
話
合
「

２
、
昭
和
二
十
八
年
度
に
お
け
る
新
制
大
学
院
及
び
専
攻
科
の
学
生
に
対
す
る
上
、

い
に
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
協
会
に
、
そ
の
改
正
案
を
示
さ
れ
た
場
合
、

奨
学
資
金
制
度
の
確
立

規
程
化
を
考
慮
さ
れ
た
い
。

§

第
五
常
置
委
員
〈
室
の
所
管
事
項

蕊
七
常
置
委
員
会
の
所
管
事
項

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
，
各
大
学
そ
れ
ぞ
れ
事
情
も
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
希

１
？
一
一
年
制
の
教
員
養
成
大
学
設
置
に
つ
い
て

望
が
あ
り
、
相
互
に
話
し
合
い
し
筋
心
が
け
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

教
員
養
成
の
た
め
特
に
二
年
制
を
設
け
両
こ
れ
が
基
本
的
組
織
制
度
に
つ
い

１
、
大
学
院
入
学
に
つ
い
て
の
協
力
に
つ
い
て

て
は
耐
今
後
町
第
一
常
置
委
員
会
と
連
絡
を
と
っ
て
研
究
す
る
こ
と
と
し
た
。

国
立
新
制
大
学
の
大
学
院
は
耐
差
当
り
極
め
て
少
数
の
大
学
に
の
み
設
置
せ

２
、
教
育
大
学
協
会
に
つ
い
て
；

，
ら
る
ろ
に
か
ん
が
み
、
大
学
院
へ
の
入
学
に
つ
い
て
は
、
広
く
門
戸
を
開
放
し

総
合
大
学
に
お
け
る
教
育
学
部
及
び
学
芸
学
部
間
に
お
い
て
学
内
の
分
派

て
繭
い
歩
れ
の
大
学
の
卒
業
者
も
同
一
の
条
件
の
も
と
に
入
学
を
許
可
せ
ら
ろ

的
運
動
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
の
こ
と
が
あ
る
が
、
調
査
の
結
果
教
育
大
学
協

ろ
よ
う
取
計
ら
わ
れ
た
い
。

会
の
幹
部
は
全
然
関
係
な
い
こ
と
が
分
っ
た
。
然
し
、
中
に
は
同
協
会
の
名
を

２
筋
大
学
に
常
備
し
て
あ
る
図
書
，
雑
誌
等
の
閲
覧
の
便
宜
供
与
の
協
力
に
つ
い
「
利
用
す
る
者
も
あ
る
と
の
説
も
聞
く
の
で
、
今
後
は
一
層
中
央
の
方
針
を
末
端

て
ま
で
徹
底
す
る
よ
う
処
置
す
る
こ
と
に
申
合
せ
た
。

⑤

大
学
の
図
書
館
等
に
常
備
し
て
あ
る
図
書
、
雑
誌
等
に
つ
い
て
は
、
各
国
立

３
、
大
学
の
自
主
性
確
立
に
つ
い
て

大
学
相
互
間
に
お
い
て
教
職
員
が
身
分
証
明
書
等
を
提
示
し
て
閲
覧
を
願
出
た

近
時
、
少
数
の
国
立
大
学
の
後
援
会
等
の
名
に
お
い
て
、
教
斗
育
施
設
や
大
挙

と
き
は
、
い
ず
れ
の
大
学
に
身
分
が
所
属
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
大
学
の
教
職
員
ｆ
人
事
等
に
関
す
る
建
議
、
陳
情
等
が
あ
る
も
筋
そ
の
大
部
分
は
旧
来
の
学
閥
的

と
同
様
に
取
扱
い
、
閲
覧
を
許
可
す
る
よ
う
に
取
計
ら
れ
た
い
。

圭
忌
識
又
は
地
方
的
愛
情
に
胚
胎
す
る
も
の
が
多
く
可
か
か
る
場
合
大
学
自
体
の

Ｌ」

蝿

璽

雲

愈
白

恵
与

､

蕊

蝿：

（１４）



色

意
志
に
反
し
て
処
理
せ
ら
る
る
に
お
い
て
は
▽
大
学
の
健
全
な
発
達
に
著
し
い

支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
大
学
の
自
主
制
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
何

ら
か
の
形
で
声
明
し
た
い
と
の
希
望
と
共
に
が
そ
の
実
情
を
橋
本
新
潟
、
内
藤

愛
知
学
芸
両
大
学
長
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
が
、
本
協
会
と
し
て
は
、
事
の
性
質

上
声
明
の
よ
う
な
も
の
は
避
け
て
、
事
情
が
よ
く
わ
か
る
か
ら
自
主
性
を
た
も

つ
こ
と
に
精
神
的
に
援
助
す
る
こ
と
に
止
め
耐
そ
れ
以
上
政
治
的
行
動
に
わ
た

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
了
解
し
た
。

以
上
を
も
っ
て
午
後
一
時
閉
会
、
第
六
回
総
会
を
終
了
し
た
。

第
六
回
総
会
終
結
後

昭
和
二
十
七
年
十
一
一
月
五
日
附
国
大
協
庶
第
一
三
一
一
号
ｊ
矢
内
原
会
長
名
産
も
っ

て
、
岡
野
文
部
大
臣
、
劔
木
次
官
℃
稲
田
局
長
、
春
山
課
長
に
宛
て
、
左
記
の
通
り

の
要
望
書
を
進
藤
事
務
局
長
が
持
参
の
上
提
出
し
た
。

な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
昭
和
一
一
十
七
年
十
二
月
十
日
国
大
協
庶
第
一
一
一
一
五
号
を
も

っ
て
、
各
国
立
大
学
長
宛
報
告
済
で
あ
る
。

記

要
望
書

去
る
十
一
月
二
十
一
、
二
日
の
両
日
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
国
立
大
学
協
会
第
六

回
定
時
総
会
に
お
い
て
、
大
学
の
教
育
、
研
究
及
び
運
営
等
各
般
の
事
情
に
つ
ぎ
熱

心
に
協
議
し
た
結
果
、
左
記
事
項
は
、
特
に
重
要
に
し
て
緊
急
に
措
置
せ
ら
る
べ
き

を
認
め
全
員
一
致
の
議
を
経
て
、
こ
こ
に
善
処
方
を
要
望
い
た
し
ま
す
。

記

一
、
教
官
の
資
格
審
査
に
つ
い
て
．

⑩
近
く
旧
制
大
学
の
教
官
を
新
制
大
学
の
教
官
に
切
替
え
ら
る
る
に
際
し
大
学
設

置
審
議
会
が
行
わ
ん
と
す
る
資
格
審
査
を
中
止
す
る
こ
と
。
‐

新
旧
大
学
を
比
較
す
る
に
前
教
官
の
担
当
し
教
授
す
る
学
科
目
の
学
問
と
し

て
の
程
度
及
び
性
質
か
ら
見
て
何
等
の
差
等
あ
る
を
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
事

新
ら
し
く
そ
の
教
官
の
資
格
審
査
を
な
す
こ
と
は
理
由
な
く
唯
形
式
に
と
ら
わ

れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
非
常
勤
講
師
の
資
格
審
査
を
中
止
さ
れ
る
こ
と
。

非
常
勤
の
講
師
は
常
勤
の
講
師
と
そ
の
性
質
及
び
責
任
に
お
い
て
異
る
と
こ
ろ

が
あ
る
か
ら
Ｖ
手
続
の
煩
鎖
を
避
け
て
▽
そ
の
選
考
を
大
学
当
事
者
の
責
任
に

毎Ｂ

篭

j懸瀞

，
腱

，）癖鐇噸「

委
す
べ
き
で
あ
る
。

二
つ
新
制
大
学
の
教
職
員
の
定
員
を
速
か
に
改
訂
増
員
さ
れ
る
こ
と
。

新
制
大
学
の
定
員
は
、
大
学
創
設
以
来
種
友
の
事
情
に
よ
り
当
初
の
予
算
か
ら
度

賞
削
減
さ
れ
現
在
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
新
制
大
学
を
所
期
の
通
り
そ
の

使
命
を
達
成
せ
し
め
る
た
め
に
は
む
｜
日
も
早
く
こ
の
定
員
を
改
訂
増
員
す
る
こ

と
が
先
決
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
と
痛
感
す
る
。

三
、
進
学
適
性
検
査
に
つ
い
て

全
国
的
に
進
学
適
性
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
を
既
に
数
回
に
及
び
、
実
施
上
の
無

理
と
困
難
、
数
十
万
の
受
験
学
生
の
大
き
な
負
担
、
こ
れ
が
準
備
教
育
の
弊
害
か

ら
見
て
、
そ
の
効
果
と
比
較
し
世
論
は
甚
だ
し
く
悲
観
的
で
あ
っ
て
、
全
廃
を
主

張
す
ろ
も
の
勘
な
か
ら
ず
、
文
部
省
及
び
そ
の
関
係
者
は
次
の
事
項
を
早
急
に
実

現
せ
ら
る
ぺ
さ
で
あ
る
。

⑩
こ
れ
ま
で
の
調
査
研
究
の
結
果
を
早
急
に
中
間
発
表
す
る
と
共
に
根
本
的
な
調

査
研
究
を
遂
げ
、
速
か
に
公
表
す
る
こ
と
。
．

②
実
施
に
必
要
に
し
て
事
足
る
だ
け
の
経
費
と
、
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る

報
酬
と
を
計
上
す
る
こ
と
。
二
般
の
入
学
試
験
に
つ
い
て
も
同
断
）

③
検
査
を
行
う
場
所
と
従
事
す
る
人
員
と
を
国
立
大
学
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
，

公
立
、
私
立
の
大
学
を
も
加
え
る
こ
と
。

③
施
行
の
日
時
を
考
慮
す
る
こ
と
。
一
般
学
生
の
授
業
を
妨
げ
な
い
よ
う
誠
日
曜

日
、
祭
日
等
に
行
う
と
と
。

四
や
学
生
の
厚
生
補
導
に
つ
い
て

今
日
可
大
学
に
と
っ
て
も
亦
社
会
か
ら
見
て
も
筋
最
も
重
大
な
こ
と
は
学
生
問
題

で
あ
る
。
而
し
て
大
学
に
お
い
て
最
も
等
閑
に
付
せ
ら
れ
て
い
た
の
も
学
生
の
厚

「
生
補
導
の
面
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ｐ
戦
争
か
ら
敗
戦
と
我
が
国
情
は
、
政
治
、

社
会
、
生
活
、
各
般
に
お
い
て
安
定
を
欠
き
⑰
学
生
も
亦
生
活
に
苦
し
み
筋
学
資

に
事
欠
き
、
世
情
に
激
憤
し
耐
学
習
に
落
着
を
と
り
も
ど
す
こ
と
が
出
来
な
い
実

情
に
あ
る
。
こ
の
際
次
の
諸
点
に
つ
い
て
思
い
切
っ
た
措
置
を
講
じ
て
と
の
面

の
強
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑪
教
官
と
学
生
の
接
触
を
は
か
る
た
め
の
経
費
の
計
上
。

②
卒
業
生
の
就
職
、
在
学
生
の
ア
と
〈
イ
ト
斡
旋
に
要
す
る
経
費
、
特
に
旅
費
の

計
上
。
．

認

丙..

蝿
■

ミ

､鬮饅
一色
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一⑤

。

ｑ

③
課
外
の
文
化
括
動
及
び
体
育
運
動
に
要
す
る
経
費
の
計
上
。

㈱
厚
生
補
導
部
機
構
の
強
化
を
因
る
こ
と
。
こ
の
た
め
に
、
息
職
階
高
言
定
員
の
増

加
と
７
－
職
員
の
優
一
週
Ｔ
即
ち
超
過
勤
務
手
当
、
職
、
務
上
の
旅
費
等
を
十
分
に
計

上
し
支
給
す
る
①
外
、
、
無
料
宿
舎
を
供
与
す
る
と
と
等
。

⑤
厚
・
生
補
導
の
施
設
を
充
実
整
備
す
る
こ
と
。
学
寮
、
学
生
集
会
所
、
（
運
動
場
等

を
設
け
、
そ
の
施
設
を
改
善
充
実
す
る
こ
と
。

⑥
学
校
衛
生
及
び
医
療
施
設
の
整
備
を
は
か
る
こ
と
。

⑥
学
生
健
康
保
険
組
合
制
度
を
設
け
る
こ
と
。

を
⑧
⑪
に
つ
い
て
は
前
総
会
の
議
を
経
て
詳
細
な
調
査
研
究
資
料
を
添
え
て
要
望
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

五
℃
育
英
奨
学
の
制
度
に
つ
い
て

⑩
貸
与
金
額
の
増
加

が
現
在
の
貸
与
月
額
は
二
、
一
○
○
円
又
は
－
、
八
○
○
円
と
な
っ
て
い
る
が
、

』
現
在
の
物
価
、
現
在
の
学
生
生
活
費
か
ら
見
て
少
額
に
失
す
る
。
こ
の
ぺ
ｌ
ス

を
引
上
げ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

②
新
制
大
学
院
学
生
に
対
す
る
育
英
奨
学
に
関
す
る
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

昭
和
一
一
十
八
年
度
か
ら
新
制
の
大
学
院
が
設
け
ら
れ
る
に
つ
い
て
効
こ
れ
ら
に

学
ぶ
第
一
年
約
三
、
○
○
○
人
の
学
徒
は
、
将
来
の
学
者
、
研
究
者
を
目
指
し

て
新
大
学
院
の
本
旨
に
沿
っ
て
勉
学
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
四
ヶ
年

の
大
学
生
活
に
堪
え
た
後
更
に
修
士
課
程
一
一
年
耐
博
士
課
程
一
一
一
年
の
永
き
に
わ

た
っ
て
勉
学
す
る
こ
と
は
、
そ
の
経
済
的
負
担
の
犬
な
る
と
と
想
像
に
余
り
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
大
学
院
の
制
度
を
活
か
し
、
学
徒
の
研
究
滋
完
了
せ
し

め
る
た
め
に
は
薊
徹
底
し
た
奨
学
制
度
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
Ｑ
現
状
下
に
あ
っ
て
修
士
課
程
一
人
当
り
月
額
六
、
○
○
○
円

収
容
定
員
の
半
数
を
、
博
士
課
程
に
お
い
て
一
人
当
り
月
額
一
○
、
○
○
○
円

収
容
人
員
全
部
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
学
資
を
貸
与
し
得
る
措
置
を
藷
ぜ
ら
れ

度
い
の
で
あ
る
。

，
．
０
．
１

、
、

第
二
常
置
委
員
会

日
時
昭
和
一
一
十
七
年
十
一
一
月
十
九
日
午
後
一
時

鰯

#T9顕!『

鯉

轤

場
所
東
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
小
池
委
員
長
筋
各
委
員
（
欠
席
大
分
大
学
）

東
大
教
授
高
木
貞
一
｜

東
京
教
育
大
学
教
授
小
保
内
虎
夫

国
立
教
育
研
究
所
長
村
上
俊
亮

同
所

員
西
堀
道
雄
ｅ
旱
・

文
部
省
春
山
大
学
課
長

小
池
委
員
長
司
会
の
下
に
開
会

進
学
適
性
検
査
に
つ
い
て
ワ
高
木
東
大
教
授
、
小
保
内
東
京
教
育
大
学
教
授
莇
村

上
国
立
教
育
研
究
所
長
、
同
所
員
西
堀
氏
を
迎
え
て
、
専
門
的
見
地
か
ら
筋
ご
研
究

の
資
料
を
発
表
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
旨
の
挨
拶
の
後
、
直
ち
に
、

高
木
教
授
嗣
小
保
内
教
授
、
村
上
所
長
及
び
西
堀
氏
の
講
演
が
行
わ
れ
た
。

註
。
四
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
本
日
の
講
演
ば
や

「
纈
雌
輌
噸
羅
脇
進
学
適
性
検
査
に
つ
い
て
」

と
題
す
る
冊
子
と
し
て
、
本
協
会
か
ら
各
国
立
大
学
そ
の
他
に
あ
て
て
た
届
け
ず

み
で
あ
る
。
参
照
。

進
適
は
、
心
理
学
的
見
地
か
ら
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
⑪
有
効
に
活
用
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

進
適
は
、
大
学
入
学
後
の
こ
と
も
充
分
考
慮
に
入
れ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
、
大

学
卒
業
後
の
こ
と
も
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

進
適
を
早
目
に
五
耐
六
、
七
γ
八
月
中
に
行
う
こ
と
は
、
別
に
差
支
は
な
い
と
廟
考

え
ら
れ
る
。

進
適
は
〃
実
訓
施
上
、
経
理
上
而
更
に
改
善
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
が
勅
本
質
的
に
は

必
要
で
あ
る
。

入
学
試
験
と
進
適
と
の
成
績
の
相
関
は
Ｃ
・
患
と
Ｐ
、
程
度
を
示
し
、
約
半
分

と
な
っ
て
い
る
。

進
適
は
気
な
が
な
研
究
が
必
要
で
、
旧
慣
的
な
速
断
は
避
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

き
ぎ
畳
召
す
る
必
要
が
あ
る
。
・

高
等
学
校
教
員
の
入
試
成
績
予
想
の
相
関
は
Ｐ
①
を
示
し
て
い
た
。

学
校
差
（
高
校
）
に
根
拠
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

鰹

轤

イ

露

鰯

（１６）

灯・嚥私一



野
口
委
員
か
ら

犬
・
学
入
学
試
験
方
式
は
一
部
変
更
さ
れ
て
社
会
、
数
学
中
一
一
科
目
指
一
定
し
て
よ

い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
左
周
知
さ
せ
る
た
め
に
一
年
前
に
発
表
す
る
こ
と
に
左
ろ
と

思
う
。

大
学
院
の
入
学
に
関
し
て
は
、
第
五
常
置
委
員
会
と
相
談
し
て
定
め
る
こ
と
と
し

て
、
午
後
五
時
散
会

。丸・

11霞ド

，
瞳
認

樹

熟

亘

`：饅

､懲

（１７）



￣■￣

‐１

１

Ａ
、
収
入
．
の
部

１
、
会

２
、
預
金
利

３
，
－
剛
年
度
繰
越

合

Ｂ
，
支
出
の
部

１
筋
総

会

２
、
役
員
会

３
、
委
員
会

４
、
会
報
発
行

５
，
調
査
研
究

６
、
人
．
件

７
、
備

口
叩

８
爾
借
用
》

９
℃
消
耗
品

、
芯
印

刷

ｕ
耐
通

信

ｎ
ｍ
旅

姐
、
・
雑

：
皿
、
予
備

合

Ｃ
の
差
引
残
・
額

一
一℃昭
和
一
一
十
七
年
四
月
一
日
起
算
⑰
昭
和
二
十
八
年
一
一
一
月
十
六
日
現
在

註
、
昭
和
一
一
十
七
年
度
決
算
及
び
昭
和
一
一
十
八
年
度
予
算
案
は
、
監
事
の
承
認

を
経
た
る
上
、
第
七
回
総
会
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
次
の
通
り

昭
和
一
一
十
八
年
三
月
十
六
日
現
在
額
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

会
計
報
告

蝿！

計費費費費費費料費費費費費費費 計額子費

四
二
、
○
○
○
円

一
筋
一
四
一
一
一
、
一
一
一
一
一
二
円

一
、
○
一
一
一
二
、
七
六
一
一
円

（
昭
和
二
十
八
年
一
一
一
月
十
六
日
現
在
）

一
、
一
五
五
，
○
○
○
円

一
一
一
六
、
六
八
四
・
六
○
円

九
八
四
繭
三
九
九
・
四
○
円

二
、
一
七
六
、
○
八
四
円

四一
二五四七五一三

九九九七一七七五三八二
、、 、､Ⅵ、、万、、、

二七二九四○○四七二
四六七○○八六○九○九
九○○○○○○八○○○八七
円円円円円円円円円円円円円

Ｌご“》辮，画訂噸嬢
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9Ｆ

⑨

巳

△
Ｃ
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霞

狼
グ
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一‐か字

冒
一

■
Ⅱ
］

ヤ
ー
■

｜
■

第
一
章
総

則

第
一
条
‐
本
会
は
、
国
立
大
学
協
会
と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の
緊
密
な
連
絡
と
協
力
に
よ
り
、
そ
の
振
興

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。

一
国
立
大
学
の
振
興
に
つ
ぎ
必
要
な
調
査
研
究

二
教
授
お
よ
び
研
究
上
に
お
け
る
大
学
相
互
の
協
力
援
助
に
関
す
る
事
項

三
，
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

第
四
条
本
会
の
事
務
所
は
、
東
京
都
東
京
大
学
構
内
に
置
く
。

第
二
章
会

員

第
五
条
本
会
は
、
国
立
大
学
を
会
員
と
し
て
組
織
す
る
。

第
三
章
役

員

第
六
条
本
会
に
⑰
次
の
役
員
を
置
く
。

一
会
長

一
人
．

ご
副
会
長

一
人

三
理
事

十
四
人
（
会
長
、
副
会
長
を
含
む
）

四
監
事

二
人

》
第
七
条
理
事
及
び
監
事
は
、
総
会
で
会
員
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

・
２
会
長
及
び
副
会
長
は
、
理
事
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

第
八
条
役
員
の
職
務
は
面
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

一
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
ひ
本
会
を
代
表
す
る
。

二
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
耐
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
職
務
を

，
代
理
す
る
。

三
理
事
は
、
理
事
会
を
組
織
し
、
本
会
運
営
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
。

四
監
事
は
、
会
計
を
監
査
す
る
。

第
九
条
ｆ
役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
再
選
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＝
も

ｎ
℃
国
立
大
学
協
会
会
則

彙
報

鞭

。
Ⅱ
■
■

鴎
懇

▼
勺

２
補
欠
に
よ
っ
て
就
任
し
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
章
会
議

・
第
十
条
本
会
の
会
議
は
、
総
会
お
よ
び
理
事
会
と
す
る
。

２
総
会
お
よ
び
理
事
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
総
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け

れ
ば
議
事
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
議
事
は
、
す
べ
て
出
席
者
の
過
半
数
で
定
め
る
。

第
十
一
条
総
会
は
、
毎
年
一
回
会
長
が
招
集
す
る
。
但
し
、
会
長
が
必
要
と
認
め

た
と
き
又
は
会
員
拾
名
以
上
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
覇
会
長
は
、
臨
時
に
総

会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
二
条
理
事
会
は
、
毎
年
三
回
以
上
会
長
が
招
集
す
る
。
〉

２
会
長
は
、
理
事
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
三
条
特
別
の
事
項
を
調
査
研
究
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
が
会
長
は
、

理
事
会
の
議
を
経
て
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
会
計

第
十
四
条
本
会
の
経
費
は
、
会
費
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
あ
て
る
。
・

第
十
五
条
本
会
の
会
計
年
度
は
耐
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
一
一
一
十
一
日

で
終
る
。
‐

第
六
章
雑

則

第
十
六
条
と
の
会
則
の
改
正
は
、
総
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
本
会
の
庶
務
を
処
理
す
る
た
め
耐
理
事
会
の
議
を
経
て
必
要
な
職
員
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

附
，
則

第
十
八
条
と
の
会
則
は
、
昭
和
二
十
五
年
七
月
十
一
一
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〈

２
．
国
立
大
学
協
会
役
員
（
昭
和
一
一
十
八
年
五
月
）
現
在
へ

会
長
（
理
事
）

矢
内
原
忠
雄
（
東
京
大
）

副
会
長
（
〃
）

森
戸
辰
男
（
広
島
大
）

理
事

官
脇
富
（
帯
広
畜
産
大
）

〃
高
・
橋
里
美
（
東
北
大
）

〃
小
池
散
事
（
千
葉
了
大
）
．

鰯

籍

８

己
０
ヶ

巴

鐵

霧

（１９）



理
事

ｌ
ｉ
１
内
】
田
ノ
ミ
俊
一
（
東
ト
エ
大
）

〃
江
国
正
義
（
横
浜
国
立
大
）

〃
へ
一
【
田
正
（
」
一
一
（
金
』
沢
一
大
）

〃
，

勝
沼
精
蔵
（
名
古
屋
大
）

〃
・

服
「
部
峻
治
郎
（
京
都
γ
大
）

〃
今
村
？
荒
男
（
大
阪
大
）

．
〃

苫
名
孝
太
郎
（
高
知
大
）

〃
，
菊
池
「
勇
夫
（
九
州
大
）

．
〃

鰐
淵
健
之
（
熊
（
本
大
）

監
事

中
山
伊
知
郎
二
橋
大
）

〃
田
中
保
太
郎
（
神
戸
大
）

常
置
委
員
・
一
覧

第
一
常
置
委
員
会
（
大
学
の
組
織
、
制
度
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

高
橋
純
一
（
信
州
大
）

委
員

大
野
純
一
（
小
樽
商
科
大
）

〃
西
沢
喜
洋
芽
（
福
島
大
）

〃
安
藤
一
雄
（
九
州
工
業
大
）

〃
江
国
正
義
（
横
浜
国
立
大
）

〃
・
服
部
酸
治
郎
（
京
都
大
）

〃
岡
出
幸
生
（
一
二
重
大
）

〃
辻
田

力
（
愛
媛
大
）

〃
鰐
淵
健
之
（
熊
本
大
）

〃
緒
方
健
｜
二
郎
（
鹿
児
島
大
）

第
一
一
常
置
委
員
会
：
（
学
科
課
程
や
入
学
試
験
に
関
す
る
問
題
）

ｒ
・
し

委
員
長

小
池
散
事
（
千
葉
大
）

委
員

井
口
鹿
象
（
室
蘭
工
業
大
）

〃
佐
野
秀
之
助
（
秋
田
大
）

〃
西

成
甫
（
群
馬
大
）

〃
井
ロ
常
雄
（
静
岡
大
）

〃
大
畑
文
七
（
滋
賀
大
）

鐙

鰹

琴

〃
｛
苫
名
孝
太
郎
（
高
知
犬
）

〃
野
一
口

ｊ
明
（
お
茶
の
水
大
）

〃
増
弁
，
光
蔵
（
大
分
大
）

〃
中
沢
良
夫
（
京
都
工
彗
云
繊
大
）

第
三
常
置
委
員
会
（
学
生
の
補
導
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

鈴
木
京
平
（
茨
城
／
大
）

委
員

．
島

善
隣
（
北
海
道
大
）

〃
小
倉

勉
（
山
形
大
）

〃
安
達

頑
（
山
梨
大
）

〃
。

田
中
丑
雄
（
東
京
農
工
大
）

〃
，
田
中
保
太
郎
（
神
戸
大
）

〃
糸
魚
川
肪
一
二
郎
（
和
歌
山
大
）

〃
佐
糞
木

喬
（
鳥
取
大
）

〃
菊
池
勇
夫
（
九
州
大
）

〃
「

菊
植
乃
鉄
一
二
（
商
船
大
）

第
四
常
置
委
員
会
（
学
生
の
厚
生
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

戸
田
正
三
（
金
沢
大
）

委
員

今
村
荒
男
（
大
阪
大
）

杉
原
清
一
（
雛
熟
鰍
）

〃〃
松
生
義
勝
（
東
京
水
産
大
）

〃
「

横
田
純
太
（
京
都
学
塞
云
大
）

〃
長
尾

優
（
東
京
医
歯
大
）

〃
鏑
木
外
岐
雄
（
宇
都
宮
大
）

〃
九
井
清
泰
（
弘
前
大
）

〃
平
沢
俊
雄
（
大
阪
外
国
室
明
大
）

第
五
常
置
委
員
会
（
大
学
間
の
協
力
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

寺
沢
、
寛
一
（
電
気
通
信
大
）

委
員

高
橋
里
美
（
東
北
大
）

〃
田
所
哲
太
郎
（
北
海
道
学
彗
云
大
）

〃
・

鳥
山
・
喜
一
（
富
山
・
大
）

但‘

態

Ｅ

［

零 ｆ:」

匂

（２０）



委
員

北
川
久
五
郎
（
大
阪
学
芸
大
）

〃
松
山
基
範
（
山
ロ
大
）
『

〃
西
》
久
光
（
佐
賀
大
）

〃
竹
内
松
次
盗
郎
（
福
井
大
）

〃
‐

山
根
新
次
（
島
根
大
）

〃
新
関
良
一
二
（
埼
玉
大
）

第
六
常
置
委
員
会
（
大
学
財
政
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長
‐

、
沢
田
節
蔵
（
東
京
外
語
大
）

委
員

宮
脇

富
（
帯
広
畜
産
大
）

〃
鈴
大
重
雄
（
岩
手
大
）

〃
、

内
田
俊
一
（
東
一
宗
工
業
犬
）

〃
・

中
山
伊
知
一
郎
（
一
橋
大
）

〃
勝
沼
Ⅱ
精
蔵
（
名
古
屋
大
）

〃
Ｌ
清
水
動
一
一
（
名
古
屋
工
業
大
）

〃
、

神
原
・
甚
造
（
香
亡
川
大
）
．

〃
大
羽
真
治
（
神
戸
商
船
大
）

〃
塚
本
玄
門
（
福
岡
学
麸
云
大
）

第
七
営
置
委
員
会
（
教
員
養
成
に
関
す
る
問
一
題
）

委
員
長
ｈ

柴
鋸
沼

直
（
東
京
教
育
大
）

委
斗
員

木
下
一
雄
（
東
富
学
芸
大
）

〃
上
野
直
昭
（
東
京
彗
云
術
大
）

〃
清
一
水
多
栄
（
岡
山
犬
）

〃
、
橋
本

喬
（
新
潟
，
大
）

邑
青
・
木
文
一
郎
（
岐
阜
大
）

て
内
｛
藤
卯
三
郎
．
（
愛
知
←
学
芸
大
）

〃
・

藩
１
合
Ｉ
太
郎
（
絲
飯
蝉
播
湫
）

〃〃
”
児
玉
”
桂
Ｌ
一
二
（
徳
島
Ｌ
大
）

〃
古
屋
野
宏
平
（
長
崎
大
）

第
」
一
一
、
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員
【
昭
和
二
十
七
年
十
月
十
日
）

高
．
倉
新
一
郎
北
海
道
大
学
学
生
部
一
長
一
江

難

１
ヶ
〈
恩
Ｌ
，
。
’
恥
蝋
》

木
下

柏
木

、
斯
波
義

千
々
和

下
村

堀長
》
岡
頑

村
上
賢

井
上
吉

渡
辺
信

平
塚
錦

中
山

平
岩
馨

沼
・
尻
源
一

４
、
中
田
篤
郎
元
理
事
ご
逝
去

一
本
協
会
元
理
事
徳
島
大
学
長
中
田
篤
郎
殴
に
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
四
日
ご

日
時
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
一
十
六
日

場
所
東
崗
都
芝
白
金
町
八
芳
園

出
席
者
…
・
矢
内
原
会
長
や
沢
田
委
員
長
、
中
山
監
事
、
内
田
理
事
、

勝
沼
理
事
、
清
水
委
員
諭
有
沢
教
授
、

大
蔵
省
側

舟
山
〉
次
官
可
河
野
主
計
局
長
、
庄
司
次
長
、
石
原
吹
長
、

「
大
村
主
計
官

大
学
の
財
政
諸
問
題
に
つ
い
て
、
大
学
側
の
要
望
し
つ
つ
あ
る
緊
急
乙
諸
懸
案
等
を

開
陳
し
て
懇
談
し
た
。

３
、
大
蔵
当
局
と
の
懇
談
會

群

郎邦透平 之三和潮康実慧嵩彰

藷

東
北
大
学
学
生
部
長

千
葉
大
学
教
務
補
導
部
長

東
京
大
学
厚
生
部
長

東
京
学
芸
大
学
教
務
補
導
部
長

東
京
教
育
大
学
厚
生
補
導
部
長

一
橋
大
学
厚
生
補
導
部
長

信
州
大
学
厚
生
補
導
部
長

金
沢
大
学
学
生
部
長

京
都
大
学
学
生
部
長
、

｜
名
古
屋
大
学
学
生
部
長

広
島
大
学
補
導
部
長

山
梨
大
学
厚
生
補
導
部
長

九
州
大
学
学
生
部
長

茨
城
大
学
学
生
部
長

り
ふ
．

ｑ
④

０
，
】

錘

露

（Ⅲ）



逝
去
な
さ
れ
た
旨
の
電
報
に
接
し
た
の
で
、
会
長
名
を
も
っ
て
、
御
逝
去
を
悼
む
旨

０

の
返
電
を
寄
せ
た
。

沢
田
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
参
考
資
料
と
し
て
、
米
国
に
お
い
て
発
行

す
る
英
文
雑
誌

一
、
「
タ
イ
ム
」
一
九
五
一
一
年
十
二
月
一
日
附
記
事
国
局
Ｑ
や
霞
の
及
び

一
一
、
「
一
一
ユ
ー
ス
・
ウ
イ
ー
ク
」
一
九
五
一
一
年
十
二
月
一
日
附
記
事

四
億
ｐ
①
聡
冒
①
四
日
甘
い
㎡
国
甘
鰹
】
岡
目
回
国
。
①

原
文
写
全
文
を
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
一
月
二
十
日
附
で
、
第
六
常
置
委
員
会
各
委

員
、
本
協
会
各
役
員
、
文
部
省
、
次
官
、
大
学
学
術
局
長
、
同
庶
務
課
長
、
同
大
学

課
長
、
管
理
局
長
、
調
査
局
長
、
調
査
課
長
、
会
計
課
長
薩
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
送
付
し

て
お
い
た
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
本
協
会
第
六
回
総
会
（
昭
和
一
一
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

二
十
二
日
）
に
お
い
て
一
応
決
定
を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
一
一
十
八
年
一
一
一
月

七
日
（
士
）
東
大
講
堂
に
お
い
て
、
第
一
常
置
委
員
会
を
開
催
（
右
委
員
の
外
、
矢

内
原
会
長
、
文
部
省
春
山
大
学
課
長
、
内
藤
庶
務
課
長
出
席
）
し
、
再
び
慎
重
に
審

議
を
い
た
し
ま
し
た
。

「
学
長
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第
四
条
に
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
大
一
学
管
理
機
関
が
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
前
左
記
の
通
り
一
部
改
訂

す
る
こ
と
に
議
ま
と
ま
り
歪
し
た
の
で
取
敢
え
ず
ご
通
知
し
ま
す
。
実
施
に
あ
た
っ

て
と
の
改
訂
案
を
ご
参
考
と
な
さ
る
場
合
に
は
教
育
公
務
員
特
例
法
の
定
む
る
と
こ

ろ
に
逸
脱
す
る
こ
と
な
き
よ
う
ご
留
意
下
さ
い
。
為
念
。

５
、
米
国
に
於
け
る
大
学
財
政
報
告
書
に
つ
い
て

６
、
国
立
大
学
長
の
選
考
と
任
期
と
に
関
す
る

参
考
（
暫
定
）
案
に
つ
い
て

国
立
大
学
長
の
選
考
と
任
期
と
に
関
す
る
参
考
案
（
一
一
八
、
一
一
一
．
七
、
委
員
会
改
訂
案
）

鏑

記

…
騨
低
：
剛
輸
『
蕊
〆
琴

、
屯

一
Ｎ
国
立
大
口
学
長
の
選
考
と
任
期
と
に
関
す
る
暫
定
案
と
あ
る
左
今
後
参
考
案
と
す

る
。

二
、
同
案
中

１
、
学
長
の
選
考
に
つ
い
て

③
㈲
学
長
選
挙
資
格
老

中
か
ら
「
事
務
局
長
前
事
務
局
各
課
長
、
厚
生
補
導
部
長
？
厚
生
部
各
課
長
」

を
削
る
。

２
、
学
長
の
任
期
に
つ
い
て

②

第
二
項
と
し
て

「
現
在
の
学
長
の
任
期
は
四
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
加
え
る
。

備
考

一
、
参
考
案
、
こ
の
１
、
学
長
の
選
考
に
つ
い
て

③
仰
学
長
選
挙
資
格
者

前
案
で
は
、
前
委
員
会
か
ら
の
申
し
送
り
に
基
ず
き
、
大
学
の
事
情
に
よ
り
各
学

部
の
有
権
者
数
に
著
し
い
不
同
が
あ
る
場
合
、
そ
の
不
均
衡
を
矯
正
す
る
目
的
で

事
務
局
長
以
下
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
は
他
の
方
法
（
例
え

ば
最
終
決
定
を
協
議
会
が
行
う
）
に
よ
る
こ
と
も
出
来
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
削
除

す
る
。
’

一
、
同
上
、
２

こ
の
修
正
の
結
果
、
新
制
大
学
発
足
以
后
に
任
命
さ
れ
た
初
代
学
長
の
任
期
は
前

そ
の
就
任
の
日
よ
り
四
年
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
お
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第
四
条
の
「
大
学
管
理
機
関
」
（
学
長
そ
の
他
の
選

考
を
行
う
）
と
あ
ろ
は
、

学
長
に
あ
り
て
は
、
評
議
員
及
び
部
局
長
で
構
成
す
る
会
議
（
協
議
会
）
の
議

」
に
基
す
ぎ
学
長
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る

か
ら
、
ご
参
考
ま
で
に
申
し
添
え
る
。

曇

璽夢
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・
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篭
早
Ｉ
へ
’
＄
鑿

●
の

鰯
！

（２２）

．当岼偲．。》・》．》殉一
Ｊ
０


